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のに対し，西部は95億nl3である。しかし，東部の森↓体

は広葉樹が金蓄職の62％と圧倒的に多く，一方西部は

針葉樹が多く，広蕊樹は企蓄横の7％にすぎない。かく

て西部の森林は全国の針葉横蓄砿の69％を占めてい

る。東部における全樹種の年間生長量は4億7,500万

Tn3で，伐採量は2Im200万rn3であり，西部は年生長量

1"4,500万1nSP伐採量1億2,600万nl3となっている。

さらに東部森林の86％は民有であるのに対し,西部では

68影が連邦有林などの公有である。

以上の差異が生じた一因としてこの国における森林帯

アメリカ合衆国は産業用木材の世界最大の生産者であ

り，また消費者でもある。さらに林産物輸入額において

も世界第1位にあり，一方林産物輪111額においては節3

位にある。

アメリカ合衆爾の森林は東部と西部の2つの広い森林

地帯からなり，これが多くの点で非常に異なっている。

東部の森林は広ばくとした大平原をはさんで西部の森林

と分かれている。

東部の森林は1億4,500万ha,西部の森林は5,200万

haである。東部森林の蓄積は100{S7,000万In3である



分布の特性をあげることができるが，大半は所有の形が

決まり始めて，当初の伐出が行なわれた時期とその当時

の関連公共政策の違いによるものである。要するに時代

と政策の差の結果であるということができる､8.以下rでは

この2つの地域について別々に述べることにしよう。

東部の森林

東部においては，森林伐採は早くも1600年代に始ま

り，生産は徐々 に上昇して1900年から1910年にかけて

ピークに達した。この300年の間この地方の土地所有形

態は，土地を私的所有一一しかもできることなら小面積

保有一にしようとする公共政策のもとに進展していっ

た。農地に転用するため大面積の森林が伐開され，その

材積は商業的な木材伐採量をはるかに上回っていた。伐

採跡地の更新，伐開された農地の林地への再転用など複

雑な土地利用の歴史を通じて，東部には広大な面積の生

長の早い森林が新しく誕生した。

東部の森林地帯はさらに南と北に分けられる。基本的

には北部は広葉樹林地帯で，広・針の蓄積比はほぼ3対

1である。生長量と伐採量の比は針葉樹が･2.3対1で広

葉樹が2.1対1の割合である。かくて物量だけでいえ

ば，年間生長量の限度内で現在の伐採量を2倍以上にで

きると思う。

しかし，北部の林地の約82％は私有であり，私有林

の87％は農家やその他の民間所有で,いずれも規模が小

さい。近年にいたって，所有形態が大きく変わり，農家

の保有から種々雑多な民間の所有へと移行し，その多く

のものは木材生産ではなく，レクリエーションや投機的

目的で取得しているように思われる。こうした所有の形

態とそれぞれがもつ不確実性，さらには小規模保有のも

とでの生産費用の割高，小径，低質材であることなどの

ために，数十年来林産物生産が伸び悩んだが，将来もこ

れがネックになるであろう。これらの問題があるにもか

かわらず利用可能な材積は相当にあり，木材の生産量は

近い将来かなり増加するように思われる。

ここ2，3年の間北部では主に家庭暖房用として薪炭材

の伐採が急激に増加した。この思わざる増加は石油価格

の暴騰によるものである。この新しいパターンが引続き

拡大するならば1980年代ならびに1990年代において北

部森林の内容と役割を変える主な要因となるであろう。

一方，7,600万haの南部の森林は，北アメリカ大陸に

あって，木材の増産達成にいずれの地域よりも最も恵ま

れた立場にあるといえよう。事実，今後20年間にわた

り世界のいずれの森林地帯よりも，拡大の最大の可能性

特集/1980年代の世界の林業くアメリカ合衆国>3

があると思われる。1976年，針葉樹については生長量

は伐採量よりも40%多く，広葉樹は117%多かった。広

葉樹の生長率はピークに達したと思われるが，針葉樹

の生長は増大を続け，2000年までには年間生長量2億

1,000万nl3に到達すると期待されているが，これは1976

年の伐採量より約67％多いということになる。

初期生長量が早く伐期の短いサザーンパインは森林経

営上投資に向いている。地形的にも概して森林作業に適

しており，林道その他の施設も所を得ているし全体とし

ての労働力も増加している。多くの作業地は国内市場お

よび輸出市場の点からみて地の利を得ている。

南部の針葉樹の伐採量は1952年から1976年まで約50

％増加したが，これと同じ期間に針葉樹推定蓄積量はほ

ぼ2倍の28"msになった。今後20年間にわたって針

葉樹の年間伐採量を300万nl3以上増加させることは,量

的には十分可能であり，しかも生長量の枠を超えてはい

ないのである。

この増産達成に対して欠くことのできない要因は，需

要の増加，工場生産能力拡大に必要な資本投資の増加で

あり，特に重要なのは業界が小規模私有林から現在より

もずっと多くの木材を雄得しうる能力があるかどうかで

ある。南部の林地の70%以上は非会社有林であり，その

規模は概して小さい。資料は不十分ではあるが，これら

の森林の4分の1から3分の1は，その規模が40ha以

下の所有となっているように思われる。

かくて南部の原木取得をめぐる環境は今後1970年代

とは非常に違ったものになるであろう。

最近10年間，南部では会社有林での伐採と工場廃材

の利用が増大して，針葉樹材の増加分の約3分の2を占

めるようになったが,今後20年間はこれはただ第二義的

重要をもつにすぎないと思われる。1980年代ならびに

1990年代の南部地方の木材増産の主力は針葉樹伐採量

を82％上回る生長量をもつ農家林その他種々な民有林

であぢに逢い淫い。しかし，これには2つの重大な問題

が含まれているb第三は農家でも会社でもない森林所有

者が，その所有目的と抵触すると考えている木材販売に

果たしてどの程度関心と好意を示すかがはっきりしない

ことである。第二のより一般的な問題は，南部で盛んに

なってきている機械化伐木連材に対して小森林所有者が

適応できないことである。小林地に適応した効率の高い

機械化伐木運材作業のシステムが開発されないならば，

南部の針葉樹増産は実現しないだろう。南部の現状につ

いていえることは，せいぜい，木材伐採権と木材の工場
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渡し価絡の双方が実質的に急上昇することが，木材を入

手するために必要であるということである。

ほかに南部の重要な問題として，非会社有林の多くが

伐採後に，天然更新によって針葉樹林から広葉樹林へと

広域にわたって変わりつつあることである。もしもこの

傾向に歯止めをかける効果的な措置力武とられなければ，

21世紀には南部の木材および林産物生産力は大幅に減

少することになろう。

西部の森林

1890年代までは，西部では大規模な伐採作業は行な

われなかったが，節二次世界大戦後になって急速にピー

クに達した。このように開発はごく最近始まったばかり

なので，西部には，特に公有林において老齢樹が残って

おり，これはわが国に残された老齢樹のほとんどすべて

といってよい。伐採されるのは依然として大径老齢木が

圧倒的に多いが，しかし壮齢樹の伐採も急激に重要性を

加えてきた。開発が賎近始まったことのもう一つの帰結

として，時代の推移に伴って公共政策にも変化があり，

東部で民有移行が進んだのとは対象的に，西部の経済林

の3分の2以上は公有のままになっている。

西部の森林は太平洋地区とロッキー山脈地区とに分け

られる。2つのうちでは太平洋地区のほうが重要性が高

く，西部の針葉樹蓄職の70%,全伐採量の83%を占め

ている。太平洋地区の森林はロッキー山脈の森林よりも

生産性がはるかに高い。

第二次世界大戦後，太平洋沿岸の小規模の非会社有林

は生長量以上の過伐を行なったのでその後伐採量が急激

に低下した。しか.し，一部の林地は森林が再生してくる

に伴って，今では伐採趾より生長量が高い森林となって

いる。蓄職について深刻な問題があるとはいえ，これら

非会社有林は21世紀初期における西部での伐採の拡大

に十分対応しうる可能性を秘めている。

現在，西部での伐採は会社有林に集中している。太平

洋地区では，林産業界は針葉樹蓄積のわずか15％しか

所有していないが，供給量は全伐採量の42％を占めて

いる。ロッキー山脈地区にあっては林産業界の所有は針

葉樹蓄積の5％にすぎないが，伐出量は21％である。こ

れは保続困難な年伐量であり，現在の見通しでは，1990

年ごろまでは現在水準の年伐量を維持できようが，1990

年代中に急激に落ち込むことが予想される。

これは，今後20年にわたって西部の木材伐採のレベ

ルを左右するのは公有林であることを示唆している。西

部における将来の伐採水準を決める事実上の鍵を握って

いるのは連邦山林局の管轄下にある連邦有林なのであ

る。主として西部にある連邦有林は全国の針葉樹蓄積の

46％を保有しているが,全針葉樹伐採量の20影しか供給

していない。

連邦有林の蓄積量と伐採盆の比は100対1である。こ

のおどろくべき高蓄職によって，連邦有林は正規の保続

状態を保ちながら，すぐにも伐採量を大幅に引き上げる

ことができるのである。しかし連邦有林はアメリカ合衆

国内の老齢残存林分のほとんどを保有しているため，原

生地保存および自然的条件と結びついたさまざまな価値

からみて特別重要な存在であり，したがってこれらの土

地を経営する場合，主たる目的をどこにおくかをめぐっ

てかっとうが生じてくる。これは連邦有林経営をめぐっ

て常に提起される政策論争の源となっている。

連邦有林の木材販売量は，第二次世界大戦後急激に増

加し，1963年から1970年までの間，年間5,300万In3の

ピークに達したが，その後1970年代に至って11％以上

低下した。大而職の土地を原生地として除外すること，

絶滅に瀕した動植物の保謹，歴史的文化的意義ある土地

の保存や水質の保全が優先的に行なわれ，環境や美観上

の配慮から殺虫剤の使用や一斉同齢林施業に対する規制

が優先的に考えられる度合が強まっている。

1980年に出された今後50年間にわたる国有林経営に

対する勧告は，このパターンを継続することを定めてい

る。この勧告は，環境およびアメニティといった非市場

的価値について引続きますます重点をおくことを求めて

いると同時に，第二義に引き下げられたが，なお重要な

位臓を占める連邦有林からの木材およびその他の市場価

値ある物資の生産も必要であることを力説している。

この勧告によると，将来の見通しは1980年代の連邦

有林の伐採趾はなお少し落ち込むようだが，多分2000

年までには現在の水準まで回復するであろう。このパタ

ーンと民有林の見通しを合わせ考えると，今後20年間

西部の伐採量は相当に低下すると見なければならない。

西部において人口増加ならびに林産物需要増加が見込

まれる時期に伐採量の低下が起こるということになる

と，わが国の木材経済に占める西部の役割に大きな変化

をもたらすことになるかもしれない。西部は伝統的に林

産物過剰の地域であり，東部市場や海外輸出市場に大量

の林産物を供給してきた。現在の傾向が続くかぎり，

2000年以前に立場は逆転して西部は林産物不足地域と

なり，東部への供給どころか，カナダあるいは東部から

さえも木材を輪・移入する度合を深めることになる。こ



れは西部域内全般に悪影響を及ぼし,また国全体の林業，

林産業にも好ましくない影響を与えることになろう。

かくして，1980年代のアメ!'力合衆国の林業を特徴

づけるものは，西部の公有林地をどのように利用するか

についての絶えざる激しい政治的な争いであるといって

間違いないであろう。

国際的にみたアメリカ林業の展望

豊富な森林資源をもちながら，わが国は林産物の輸入

依存度が高い。このことは国内の高い林産物消費レベ

ル，国内の林産物に加えられる政治的，経済的束縛，近

年のカナダの生産者の競争力の強さなどが相まって表わ

れたものである。1978年には林産物輸入は最高を記録

し,輸入額は輸出額を30億ドル以上超えたのである。こ

の輸入鐘を丸太に換算すると約5,400万rn3に達する。

世界第一の林産物の輸入国として，合衆国は主として

カナダに依存している。たとえば，1978年に輸入した

針葉樹製材品，新聞用紙，その他用紙，ボード類のほと

んどはカナダからのものであり，その額は林産物輸入総

額80億ドルの79%に達した。これに対し，主として太

平洋地域各国から輸入した広葉樹合板および単板は林産

物輸入総額のわずか7影にすぎない。

林産物の輸出国としては，アメリカは針葉樹丸太（主

として日本向け)，新聞用紙を除く用紙と板紙，木材パ

ルプの主要輸出国であり，この3品目で林産物輸出額

50億ドルの69％を占めている。

人口は増加し，経済活動は活発化するので，たとえ価

格が上昇してもアメリカ合衆国における林産物消費は今

後20年間は相当増加することが期待される。最近の合

衆国山林局と民間研究団体の調査によると，針葉樹製材

品の消徴は1976年から2000年までに10%増，針葉樹合

板は少なくとも25％，広葉樹合板は約60％，新聞用紙

は50から60％，その他の用紙と板紙は70から100影の

増加となっている。

同じ調査により，2000年までに針葉樹伐採量は1976

年よりも約3分の1多くなり，これに伴って広葉樹伐採

量も大幅に増加するが，将来の消費と生産の種々な見通

しからみて，依然として林産物の輸入が続くということ

である。合衆国山林局の予測によれば，2000年までは

輸入依存度は1978年よりやや高くなるという。私的団

体の予測によると(I]1内消費の予測値はやや低い）輸入

依存度は1978年よりかなり低くなるが，依然かなりの

入超が続くことに変わりはないという。

他の国々に比較し，わが国は人口1人当たりの森林面

特築/1980年代の世界の林業くアメリカ合衆国>5

職が割合多いということから考えて，2000年までには

林産物の純輸出国たり得るし，またなるべきである。も

しもこれが達成できれば，カナダの今後増加するであろ

う輸出は，わが国よりも海外市場に仕向けられるであろ

う。とはいえわが国にとって好ましい林産物の貿易バラ

ンスは今のところ必ずしも見込があるというわけではな

い。これを達成するには，種々な針葉樹材の国内生産を

効率的に拡大し，林産物の輸入増加を抑制（広葉樹合板

やその他の熱滞広葉樹材を除く）していかな.ければなら
P1，

ない。そればかりではなく新聞用紙を除く用紙と板紙と

木材パルプの輸出を大幅に増加し，一方他の輸出は少な

くとも現在の水準を維持することが必要である。

主として南部からの増加により，用紙，板紙，木材パ

ルプの輸出の拡大が可能であるかもしれないが，針葉樹

の丸太および製材品の輸出量を現在の水準に保持できる

かどうかは疑問である。主として日本向けのこの種の輸

出はほとんどすべて西部からのものである。すでに述べ

たように，たとえ西部で需要増加が予測されているにも

かかわらず1990年代まで西部での木材生産水準が下が

るという見通しである。このような情勢のもとで，西部

から現在輸出されている丸太を国内市場向け生産に振替

える強力な政治的経済的圧力毎でてくるに違いない。

1980年代中は日本への輸出量を現在水準に保持できる

としても，1990年代には激減することもあり得よう。

もし国の政錐が変わり，2000年まで連邦有林からの

伐採水準を50％引き上げるという淀全に実現可能な目

標が設定されるならば，林業界の展望はもっと明るくな
a

るであろう。上述のような政策の変化により，西部④木

材生産は保続を維持しながら適度に増加し，これによっ

て西部は林産物の将来の需要に応え，一方太平洋地域へ

の現在程度の輸出を続けることができよう。アメリカ合

衆国は2000年までに林産物貿易収支の黒字を達成し，

したがって現在のような世界における林産物の純消費者

ではなく，世界の他の国々に対する供給量増加に役立つ

ことになる。しかし,1980年代になって国の森林政策は

多少変わるかもしれないが,現在のと膏ら近々 10年,.20

年の間に森林伐採を拡大するような政策の変化の兆しは

ほとんどないのである。

1980年代のアメリカ合衆国の林業，林産業の発展は

森林の生物学的な限界ないしは森林の蓄積量というよう

なものによって制約されることはあるまいと思う。むし

ろそれよりもI劇の政策と経済的な諸力が発展を左右する

要素となるであろう。
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国土面積の9％弱という稀少責源であるイギリスの森林

特集／1980年代の世界の林業くイギリス＞
P･G・ドラム(林業委員会悩報部長）

木材自給率(霜)の引上げが“底…"凧．
Headoflnformation,

重 点政策に。屡.…感”ForestryCommission.
はじめに森林は邪魔物視された時代さえあったのである。造林は

古代ローマ軍団がイギリスに上陸したころは，この国ほとんど行なわれず，国は枯渇していく森林資源に対し

は密林におおわれていた。年とともにこの森林はしだい全く無関心であった。ネルソン提督が政府に対し将来の

に侵食され，ついに今日の大英帝国（アイルランドは例造船用材としてのカシの植栽を提唱したときも耳をかさ

外として）はヨーロッパで森林の最も少ない国となっなかった。とはいえ，先見の明ある民間の地主たちは，

た。国土面職2,280万h剛に占める森林而職はわずか9%造林を行ない林地を広げ，農牧には適さない土地からで

足らずであり，林業委員会（注：イギリスの国有林を管も貴重な用材が得られることを示した。

理経営する政府機関，いわゆる山林局）と民間の地主と森林資源

の協力によってそこから生産される木材は，わが国の木第一次世界大戦時，敵の潜水艦の攻蝶によって多数の

材および木材製品需要の10%をようやくまかなってい船舶が撃沈された結果，ようやく戦後の1919年に至つ

る程度である。てわが国で最初の林業政策が打ち出され，林業委員会が

イギリスが今日のように森林資源のとぼしい国となっ創設された。当時，委員会に出された指令は，戦略物資

たのは，林地を牧野や腱地に転用し，あるいは建築，造として立木を確保しておくという単純なものであった。

船のための木材を供給し，そのうえ，やがてようやく芽しかし今日の林業は，木材の生産が依然として主な目的

生えてきた産業用の燃料として伐り払ったためであり，ではあるが，衰退する腿山村を復興し，一般国民に多様
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後方アキレーの森一国有林への来訪者は年間延2,400万人といわれる

なしジャー，レクリエーションの槻会を与えるという重ている。

要な役割を担っており，また自然蝋境保全上有力な柱のイギリスの良質な林地は幾世紀にもわたり民間の土地

一つとなっている。所有者の手にあった。したがって全面積40万1,aの広葉

イギリスには今でも，ハンプシ･I'ーのニューブォレス樹用材林の大部分を占める35万haが民有である。しか

卜やグラウセスターのフォレス|､．オブ・ディンあるいしながら林業委員会も広葉樹林育成には従来から力を注

はスコットランドの各地に点在するカレドニアの森のよいでおり，ことに南部イングランドでは適地にこれを柿

うな原生林の面影をとどめる森林がわずかではあるが残え，広葉柵の豊かなイングランドの景観を保持すること

されている。しかし，これらの例外を除いて，175万1MIに努めている。

のわが国の高木林は造林されたものである。所有形態は木材の生産

かなり平均して分かれ，国有は88万hil,民有(私有およイギリスの木材雄瀧慨は過去10年徐々に増加を示し

び会社有）は87万11flとなっている。地理的には澗木林ているが，全生産量に占める国有林のウエートは非常に

の大半はスコットランド（82万l,;,),イングランド(73高くなっており,1979年の木材雄産量430万ms(皮付）

万ha),ウェールズ(20万h勘）に分布している。のほぼ半ばは国有林産材である。また,1990年代の半ば

その大部分を占める135万伽は針葉樹用材の育成に当までには全雄嘩鐘は約760万ms(皮付）になると推定さ

てられており，広葉樹用材林はわずか40万haにすぎなれているが,そのうち約60%は国有林材とされている。

い。これは，過去60年間裸地造林に供された土地のタ1979年,国内の森林から木材利用産業へ供給された木

イブによって樹種の選択が制限されていたうえ，木材加材は400万nl3弱（剥皮）で，このうち約半分は針葉樹製

工産業の必要とする材料の生産を目指す政策がとられて材用丸太であった。広葉樹も加えれば，製材原木の生産

きた結果である。造林地はしだいに地味が悪く，全般には金雄産騒の約65影近くになる。製紙工業,チップポー

価値の低い泥炭高地で，農耕や牧畜には向かない場所にド．ファイバーボードエ業の需要量は全生産量の約25

移っていった。ただ’東アングリア地方では低質の砂質％を占めるが，この数字は1980年にはスコットランド

土壌であったが,21,00011aの造林によりセットフォー のパルプ工場，イングランド北部の新聞用紙工場の閉鎖

ド森林が創設され，昨年178,000msの木材が生産されに伴い相当縮小されよう。工場の閉鎖によって余る小丸
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太材は，一部はスコットランドのファイバーボード工場

の拡張によって吸収され，その他の余剰分は林業および

関連産業の暫定失業対策としてスカンジナビア方面に輸

出されることになろう。

林業および木材加工産業の従業員は1980年3月末現

在で33,000人以上と推定される。このうち，約19,000

人は直接林業に関係するもの，すなわち国有林，民間企

業もしくは伐採迩材蒲負業として働いている。残りの約

14,000人は製材工場，紙・パルプエ場，ポードエ場で働

いているが，最近パルプ，新聞用紙工場の閉鎖によって

約2,000人は減っている。従来，森林労働は，とくに国

内の僻地にあっては股山村の過疎対策として，また消滅

を危ぶまれる地域社会の支えとして，きわめて重要なも

のであると認められている。事実，山村住民に就業の場

を確保することは林業委員会の明確な目的の一つであ

る。林業委員会は過去12年以上にわたり能率向上のキ

ャンペーンも行なっている。施業方法の改良や高能率の

機械の導入によって徐々に成果をあげているが，最も効

果があったのは直接費・間接費を削減することであっ

た。さらにくわしくいえば，国有林の面積は11％増加

し，木材生産はほぼ倍増する一方，管理・監督に当たる

職員を20％減ずることができたのである。

造林

造林を行なうことは，たとえイギリスのような狭小な

国土であっても，木材生産という第一の目的をはるかに

超える大きな愈義がある。山腹の裸地に森林を創設する

ことは田園の景観を一変させるものであり，これに続く

老齢木の皆伐によってもまた目を見張らされるような変

貌が必然的に起こってくるのである。植栽も伐採もとも

に国民の関心の的になっている。田園の景観に与える林

業の強い影響を考え，林業委員会はほぼ20年間にわた

りコソサルタンツや造園技師を雇い入れて，田園の風景

にできるだけなじむように森林作業をすることを指導し

てきた。多くの例が示すように，これは簡単にしかも安

価にできることであるが，しかし見た目の快適さすなわ

ちアメニティを考臘する場合，施業は長い年月と複雑な

設計を必要とし，風景をよくするためには相当面積の経

済林が搬牲となるかもしれない。

林業政策

林業委員会の第一の目的は木材の生産とその販売であ

るが，国会は委員会に対し関連分野での広範囲にわたる

責任を課している。そのため林業委員会は森林企業と森

林行政という二重の目的をもつ政府擬関となる。行政機

関としての林業委員会の目的は，

(a)農山村における森林ならびに林業に関する知識と

理解を深める

(b)国の森林資源の最善の活用を促進・確保し，木材

利用産業の発展をはかり，その効率化を促進する

(c)林業上必要な研究を行なう

(d)森林や林木の病害虫を駆除し，病虫害予防指令を

出す

(e)森林作業の安全碓保ならびに実習について助言し

援助を行なう

(f)民有林所有者を支援するため指導監督を行ない，

よって正常な林業施薬の実行を促し，必要あれば農

業との躯合を行なって良き土地利用をはかる。そし

て環境を守る林業経営を強化する

ことである。

次に森林企業としての目的とは，

(a)林地の拡大と森林資源の改善を通して木材雄産を

増大させ，林業の発展をはかる

(b)環境を保謹しよりよくする

(c)レクリエーション施設の供与

(d)新しい造林地の創設を含む森林開発ならびに木材

利用産業の発展をはかり過疎地域の経済を刺激し助

成すること

(e)これらの目的達成と林地の拡大に当たり，林業・

股業の統合を促進し，土地をできるだけ有利に経営

する

等である。

公益的機能の発揮

各国の指導的な自然保護者たちは，林地を目して広範

にわたる野生生物一鳥類，哺乳類，爬虫類，蝶類，花

草類，菌蹴一などを長期にわたって保存する世界で最

も重要な場所の一つであるとしている。国有林には自然

保識者たちにとって特別の興味ある指定地がたくさんあ

る。消滅した生物種の再生を計り，これが成功した土地

は多い。森林環境における極の繁殖行為について科学的

研究が行なわれ，多織な種の野生生物のすみかをつくる

のを目的とした森林経営方式が成立し実行されることと

なったのである。

イギリスの大地主の一人として林業委員会は常に公共

のレクリエ･一ション施設を供与する責任を認め，1950年

代にIIII･ばれた野外施没に対する強い要望にいち早く効果

的に応え，これは今もなお続いている。林業委員会は創

設のころから，その森林を一般に開放し，1935年には7



つの森林公園の最初の1つがつくられた。最近では人々

が歩いて森林に入れるよう力を注いでいる。たとえば近

道とか駐車場を設けたり，長短・難易さまざまなコース

の遊歩道をつくったが，これはピクニック場と展望台が

パッケージになっている。さらに林内には展示品を備え

た来訪者センターのようなもっと手のこんだ施設も設け

た。また多くの林地ではいろいろなスポーツーオリエ

ンテーション，魚釣り，カヌー，騎馬旅行一などが楽

しめるようになっている。国有林への来訪者は年間延べ

2,400万人で山4渥は行楽者たちの間で人気を呼んでい

る。これらすべての施設は一般森林環境や国有林の自然

保護の目的と衝突することのないよう注意深く設計され

ている。

将来の展望

多くの国際関係機関は今世紀の終わりには世界的な木

材飢鯉がくると予測している。これは木材,木製品の90

％以上を輸入している国にとっては明らかに由々しい問

題である。たとえこの陰うつな予想をとらないまでも，

イギリスは木材輸入に多額のポンドを支払っており（現

在約28億ポンド)自給率の引上げが必要なことをはっき

り示している。造林不適地,農地,永久採草地,現在の林

地を除いても，なお国内の300万haの土地には用材林の

造成ができる見込みである。このうち170万haはスコッ

トランドに，残りはイングランドとウェールズにある。

このような情勢のもとに，林業委員会は最近2050年ま

でのイギリスのありうべき木材需給を想定し，3つの可

能な造林計画の効果を検討した。

特集／1980年代の世界の林業くイギリス＞9

Qロ

グレジデールの森・

(北西イングランド）

1．造林地を現在以上に増やさない

2．さらに100万haの造林を行なう

3．さらに180万haの造林を行なう

以上の計嘩のうち,雛-蕊…ば2000年無＃
は現在の用材林の生産は倍増して800万In3となり,2050

年までには約3倍の1,200万rn3となる。

第二案をとれば2050年には1,800万In37もし第三案

をとれば，これは現在の林地の2倍となり，年間生産量

を2050年までに2,200万In8に引上げ，自給率はほぼ25

％となる。

以上の結論として，イギリスの最も地味の低い土地に

さらに180万11aの用材林の造成という長期計画は技術的

に可能であり，分別のある投資である。しかし，この調

査では上記の選択が農業，自然保護，アメニティー一般

に対しどのような意味をもつかが考慮されていない。こ

れらの問題は他の利害関係者と一緒に広く検討して解決

さるべきであろう。

ごく最近出されたリーディング大学農業研究センター

の報告は，イギリスでの裸地造林をもっと拡大するよう

求めている。

今日，イギリス林業の前途を確信をもって予想するこ

とは不可能である。政府はこのところ数カ月を費やして

林業政策の検討を行なっている。これまでに明らかにな

ったところでは林業をさらに拡大することについて，ひ

ろく一般の支持があり，また健全にして生産的な林産業

がわが国にとって必要であることも十分認められている

のである。
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特集／1980年代の世界の林業く韓国＞ 6

｢国土緑化｣｢森林資源の造成」
の成果実る
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韓国の森林帯

南から。暖帯林(常緑広莱樹林，黒色部)，温帯林南部(落葉

広葉樹林南部，点線部)，同中部（平行線部)，同北部（白色
部)，亜寒帯林（常緑針蕊樹林，斜線部)，年平均気温線（摂

0

-の
氏)，半島部は北純34度～42度の間にある。

1980年代の韓国林業の健康的なあり方とか，その行路最近エネルギー源として石炭燃料が農山村に至るまで

を照肌しようとすれば過去と現在といった出発基樅を考普及したことは，森林回復にある転換点をもたらした

察しながら，そのビジョンを展開する必要があろう。が，それでも多くの農山村住民は山から燃料資材を求め

1．国民生活と森林なければならず，石炭が有限資源であり石油が問題資源

淵寒幡に傾城をもつ他国民生活と大方共通するはずでである今日，国民生活の森林に対する依存度は漸増して

あろうが，10月末から翌年4月末ごろまで，暖を十分必いる。

要とする長い冬と熱い食物を食べる食生活の習職は，大2．韓国の林業一般

量の燃料消費を余儀なくされるので，木と土と石で住家ここでは現在韓国政府の行政力が行き届く領域内での

を構えたけれども，国民が森林を見る目というのはまず林業統計を対象とする。国土面積約990万haのうち林野

燃料資材を得る所と理解してきた。面積がおよそ660万haで森林率は66影である。1979年

新羅，高麗の王朝時代はもちろん，李朝時代の末まで政府統計によれば表・1のとおりで，総林野面積中約93

山林の国有制度が続き，『普く天下の土地は寸土と言え％は立木地であり，約3％は未立木地となっている。林

ども，之王土にあらざるはなく』といった考えが国民の相別には針葉樹林が52％に達し，竹林は立木地総面積

一般観念となっていた。このような山林国有制度的考えの0.1％にも満たない。齢級的には20年生以下が約87

の下では，獅林の保続的利用とか伐採跡地の更新にはほ％に達し，齢級配置は大きな偏りがある。この事実は過

とんど気をつかわなかった。これがために現代を生きる去に成熟林あるいは大径木を過陛に伐採利用し，およ

世代の我々は，広大な荒れ山を遺産として受け継いだのそ20年前から造林を拡大し始めたことを立証するもの

である。これにもましてごく最近まで戦乱をまぬがれなである。所有別には，国有林面職はほぼ20影程度で私有

かつた歴史とともに韓国林業の痛手は大きい。林が大きな比重を占めている。
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表･2林相別，齢級別，所有別にみた蓄積表･1立木状態別,林相別,齢級別および所有別にみた

林野面積統計
（単位:ha)
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表･3年度別ha当たり平均蓄積の増加（単位:m3)

｜
’
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n.ol!!ヨ
'7，｜'”
izal'8.7

’

年度
一

平均蓄破

'74

15－4

酌
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呼
一
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計 6↑578,322
(100.o)

計

’ ／
年度

平均菩秋

注：（）内は％である。

表･4私有林の所有規模別山主数

と面積

注：私有林面祇合計が表｡lのそ

れと一致しないのは未調査分が

あるからである。

年まできれいな直線的増加を示しており73年度から74

年度にかけて4mS増加といった断絶的急昇となり以後

78年度までさらに直線的増加を示している。78年から

79年にかけても前の例ほどではないが,1.4msと急勾

配の増加となっている。この理由ははっきりしないが，

5年間は一定の上昇率で推移し，その後再調査により修

正されたものと思われる。この前提からすれば，1990年

度の平均蓄稜はおよそ25m3強となろう。

私有林の所有規模の零細性が営林計画や造林実行とあ

いまって'常に間魎として提起されている。表.4はその

内容であるが'山主(山林所有者)には所在山主と不在山

次にこれを蓄積面からながめると，表･2のようにな

る（1979年度政府統計)。広葉樹林のl1a当たり平均蓄積

が29.3m3で針葉樹林の2倍強である。統計値から誘出

されたV齢級以上(41年生以上）のha当たり平均蓄積は

114.4m8と高い値を示している。現在41年生以上の森

林だとすれば，これは戦前に造林されたものかあるいは

奥地に残された天然林と考えられるがシこのような森林

の総面識はおよそ11万haにすぎない。私有林の平均蓄

椴は12.1nl8で国有林の37.0nl3に比べてずっと低い。

次に注目したいのは，毎年のha当たりの平均蓄職の増

加傾向である。表･3はそれを示す。表値をみれば1973
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表･5年度別植栽造林実績

檸位:ha,千本）
合
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休燃料林 特用樹菰
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認
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８
４
３
１
０
０
７

４
６
１
４
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而
３

苗木

110,975

196ｩ046

281,076

254j781

258,6”

191,144

239,615

I965

1967

I969

197I

l973

1975

1977 1
173,65

225,83

主に区別される。前者は山林付近に住居をもち手入と保

謹をなし得る者を意味し，後者は離れた都市に住居をも

ち，直接山林管理をなし得ず財産保有の形で山を所有す

るものを指す。所在山主の数はおよそ148万人で，不在

山主数はおよそ27万人で,全山主中約18.5％を占める。

所有規模をみると5.0ha以下の山主が全数の88%であ

り，面職的には38影を保有している。この零細性が経

営の合理化，生産性の向上をさまたげている。

わが国では国土緑化，森林資源の造成をスローガンと

して,毎年多量の苗木を植えてきた。その実紬は表・5の

とおりであるが,1967年にはおよそ45万5,0001肌に164

万本の苗木を植栽した。この数値は表によって燃料林造

成に全力を集中した結果であることが知られる。1977

年にはポプラを4万ha,1978年にはおよそ13万lla植栽

したという統計値があるが，これは植栽木数平均5007I<

をもって面職111&lに換算した結果である。

1965年から1978年までの14年間の樹種別植栽本数の

概数をみると，リギダマツ15億7,000万本，ハンノキ

類7{k3,000万本，アカシア11Ig5,000万本，クヌギ

5,700万本，ニホンカラマツ11{g2,000万本，チョウセ

ンマツ4"2,000万本，クロマツ2億1,000万本，スギ

1"8,000万本，ヒノキ1億5,000万本，ポプラ類2億

本,クリ1億本，リギダマツとテーダマツの雑種が8,000

万本，キリ2,000万本，アカマツ8,000万本，ウルシと

イチョウがおのおの240万本植栽されている。そのほか

テーダマツ2,000万本,クルミ130万本,マンシュウグル

ミ166万本が植栽されている。マンシュウグルミは1974

年度以降から主に植えられている。また1968年度まで

に約100万本のアブラギリが植栽されたが，それ以後は

ほとんど植えられていない。竹林造成の統計は省いた。

以上により韓国における主要な造林樹種の重点がわか

るだろう。

林産物生産のうち用材生産は1965年ごろは年約50万

In8であったが，その後1968年度まで約80万In8,に上昇

し，1969年以降現在に至るまで年間約100万nl3の用材

が伐採供給されている。燃料材（薪材，炭材，枝葉，土

炭等）の生産は年間約550～650万トンの範囲内にあ

る。クリの生産は最近年間6,000万‘に達し，以後増加

の傾|句にあり，チョウセンマツの種子も生産量が増加し

つつあり1978年度には100万‘を超えている。シイタ

ケの生産も増加しており，最近の年間生産量はおよそ

70～80万kgである。

3・韓国の森林帯

韓国は半島国家であり，南部島娯と半島南海岸沿はク

スノキ，ツバキ，イスノキ，シイ類，カシ類，タブノキ

など常緑広葉樹が生育する暖帯林に属し，北部の高山高

原地帯は年平均気温約8･C以下の地でチョウセンマツ，

チョウセンモミ，エゾマツ，イチイなどの常緑針葉樹林

帯であるが，チョウセンカラマツが高い蓄積をもってい

る。この中間帯を落梨広葉樹林が占めており，その代表

樹種はクヌギ，ナラ類，シデ類,カエデ類,エゴノキ類，

ハリギリ，カバ類，ヤナギ類，トネリコ類，シナノキ

類，ニレ類，エノキ類，ウルシ類，コウゾなどである。

温帯林ではアカマツが優占しているが，これは土地的

（地勢的）極盛相の形をとっている。

温帯林は古来人口が密集した地域で，燃料採取と無計

画な伐採によって地力が減退し，林地の土壌層がきわめ

て浅くなった所が多い。奥地林においてはアカマツは乾

燥した陵線部に線状にわずかに分布しているにすぎず，

山腹と山脚部は土域が比較的深く肥沃であるので，広葉

樹が優占して鮮やかな住分けが認められる。

4．林業の問題点

(1)造林樹種

韓国ほど造林樹種の選択とその妥当性についてやかま

しく討論される国はないと思う。それも品種的水準にお

いてではなく，種水準における討議である。なぜ日本の

スギとヒノキに匹敵し，北欧のマツとトウヒに比肩しう

る森林が作れないかということである。材質に優れ生長



も旺盛な樹種を植栽することが望ましいが，脊悪な林地

が多いわが国ではそれらの樹種が必ずしも良好な生育を

するわけではないので，気候風土相応の樹種を選択せざ

るを得ない。

ニホンカラマツ，チョウセンマツ，アカマッ，クロマ

ツ，リギダマツ，ハンノキ類，雑種マツ類などが妥当な

樹種である。スギ，ヒノキ，ポプラ類，キリ，クリも立

派な造林樹種ではあるが，立地に対する要求性が鋭敏な

た必，植栽可能な地域は限定される。

紳鬮は3～4月ごろが乾燥期となり，西南海岸部を除

いてほとんど全国的に相対湿度が低い。急傾斜の山岳地

帯に林業が営まれており，そこでは表土が浅いために水

分条件が問題となるので，今後この点に留意して樹種を

選択し，必要な保育を施すべきである。生長の早い速成

樹種，そうでない長期樹種の名称の下にその比率を鯨対

yと既定し造林をすすめる理由はない。木を植え，そこ

で汗を流しながら保育を行ない，気長に成長を待つ態度

をとるべきである。

(2)病虫害問題

韓国ではアカマツが林野而職の大部分を占めている

が，マツノタマバエ，キクイムシ，マツケムシなどの被

害がはなはだしく，特にマツノタマパエの害は驚異的で

ある。薬剤散布，天敵放飼等職種的な防除対策を練って

いるが，樹種変換を含む生態的防除を進めるのも有効な

策と考えられる。いつかアカマツが再びよい生育をみせ

る時代が到来すると信じ，それを気長に待とう。

(3)種子問題

戦前も同様だったと思うが，謎苗に際して種子の形質

を軽視する姿勢は少しも改まっていない。林業が先進的

である諸外国は，すでに森林の梁質的平均形質が優良な

水準に到達しているのにもかかわらず，プラス木を選ん

で採種対象としている。精英樹選抜の効果が試験の結果

どうも疑がわしい等の話をきくが，そのような国の林業

はすでに更新が合理的に反復され，集団選抜育種が作業

を通して実施されたことを暗示する。優良形質の種子を

生産することは，韓国林業発展の一つの鍵だと信ずる。

(4)作業種の問題

カラマツ,マツ類が主な造林樹種であるから,高林皆伐

"1'1錐が主たる位置を占めるはずであるが，前述したよう

に花側岩,片麻岩,風化土壌等の急斜地においては,林地

の荒廃がきわめて容易に進行することを考慮して小面積

皆伐作業が勧奨されるべきである。帯状伐採の場合は山

腹に等高線方向に帯状地が設定されなければならない。
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従来，一応木を植えて山を緑にする建前でいわゆる緑

化を推し進めてきたけれども，伐採と植林の計画すなわ

ち森林計画をたてる必要がある。しかし可及的保続生産

休制に取り組むたあには諸難点がある。このためには理

愉的研究も必要であろう。

(5)墳墓問題

死者の火葬をきらい山地に埋葬して墳墓を築く祖先崇

拝の風習は,80年代の林業ではとても取り扱える課題で

はない。山は放置しておいても墳墓制度は捨て難い深く

根ざした風習である。紳国を除いてこの類例は見いだ’し

難い。林業人にとっては真剣に考慮しなければならない

残された課題である。死生観に対する意識の転換期が予

想外に早く到来するかもしれない。

"131
（6）レクリエーションの問題

産業発展，人口爆発，強い脱都市的憧爆都市空気の

汚染と騒音などで,森林ﾚｸﾘｴーｼｮﾝは今や鍬市住
民に欠かせない生活の一部をなすものとなった。それで

美林地は唾I立公園あるいは道立公園（県立公園のこと）

に指定され，林業経営とは縁遠い建設部（省に相当す

る）所管下に入った。しかし，その生物的取扱いはあく

まで林業人の手でなされるべきであり，協調が強く要請

される。

5．おわりに

年間およそ1,200万m3の木材消費量のうち自給率は

9％ぐらいで，将来外材の独得が難しくなるようであれ

ば660万haの山林に期待するところは大きい。造林成縦

の調査評価が要求される。股山村の労働力の老幼化も問

題である。植林と保育，諏子取扱いと養苗の技術水準低

下を意欲のみで補おうとする姿勢は早くすてるべきであ

ろう。

私有林の経営改善のための林業資金の増補と合理的な

融資が望まれる。

韓国民は遠い昔から住宅に庭園を作らず自然の山川の

美を自分のものとして生きてきたので，平和を愛好する

人格を培かってきたのである。

最後に，国土緑化は着々 と進行している。しかしそれ

が完全に成功したとしても，その林分を直ちに優良経済

樹種に転換することについてはきわめて慎重を要すると

いうことを付言し，この考えがいっそう徹底することを

願って筆をおく。

（本稿は臼水文で寄稿いただきました）
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他産業をリードする林業･林産業
-安定した木材の需給体制と国民的見地に立った森林政策一

リブ・ランドマーク
（｢ノルウェーの林業｣編雌長）

鍵はじめに Mr・LeifLandmark

DirectorandEditor

ノルウェーの森林は最後の氷河時代の後現われ，およNorwegianForestry
そ9,000年を経ている。およそ7,000年前に南から来たNorway

種族がノルウェーに住みついて，温暖な気候の時代に森林が人々 にとってその生活の一部であり，人々 の存在の
林と海の資源によって生活していた。次の1,000年の一つの条件でさえあったことを物語っている。
間に別の農耕種族がやってきた。そして紀元前10()0年現代において森林がわが国の文化に与える影響は新し
ころに海洋貿易が始まったようであるっ取引された品物い機能へとその形を変化させてきたといえよう。森林は
は，毛皮，木材タール，薪炭材｡，用材，塩等で，どれもハイキングとかスキーといった野外活動に特徴の見られ
木造船で運ばれた。る今日のノルウェー式の生活のためのかけがえのない背
移住民たちは一国家を形成しようとし，農業，造船，景であり環境である。

手工芸，建設，貿易，そして峨争といった分野で目ざま自然環境

しい活躍が見られた。当時でもなお生活の基礎は森林，ノノリウェーは,IKI土の1/4以上が北極圏内にあり，平
股地，海にあった。均標高がおよそ550mの山岳国である。I劇土のl/5は海
ノルウェーの伝統，民間伝承，文学，工芸芸術は，森抜150m以下であり，約70%の地域が森林限界を越えて
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表･1ノルウェーの土地分類別面積

ha %ha%土地分獺

利用されている農業而秋

燃林而職

継済林而職6,450,00020

湖と河

その他の而就

森林限界以下6,320,00020

森林限界以上15,240,00047

合計面識

90090003

8,330,00026

1,600p0005

21,5600m066

32,390,000100

的暖かい。降雨瞳は少なく，およそ300mmである。若干

の適地で松林が見られるが，多くは低質ブナ林(B""J(z

0“γ“α”γ加妬α）である。森林限界はおよそ海抜150-

250mである。

ノルウェーは地球最古の地層に属しており，火山活

動，地脳の摺曲，浸食作用といった形のあらゆる自然異

変にさらされてきた。地質は非常に古いが土壌は若く，

母岩の変蹴の歴史が短いため，鉱物質の栄養に富んでい

ることがよくある。適量のカンブリアーシルリア紀の土

壊は特に森林の成長に好ましい。森林は氷河によってつ

くられた堆石土壌のうち地勢の適した所と，東部の主要

な河川に沿った堆積土に広がっている。ノルウェーの激

しい地殻変動の歴史の結果，森林は急峻な山岳地にあっ

て近づくこともできないような所もある。

林業の実際

ノルウェーの森林所有形態は表・2のようであり，林地

の約80％は平均30-40haの小規模の個人有林で，その

所有者は農業との兼業が多い。

全i|土の1/3は林野庁の管理下にあり，その大部分

は’特に北部で，森林限界より_上にある。林野庁は国の

全森林地域の11影しか管理していない。また公有林は

全森林面砿の約3％を占めるにすぎない。

ノルウェーにおける年間の材祇生長壁は1,300万In3

と推定され，過去15年から20年間の年伐量は約800

表･2森林所有形態

図･1針葉樹林帯

いる。海岸線は冬は穏やかで夏涼しく，年降雨量は南部

で2,000mm,北部で1,000mmである。気温はノルウ

ェーのほとんどの地域で森林の生長にとっての制限因子

となっている。

昔は沿岸は針葉樹，主に欧州アカマツで覆われていた

が，全地域とも気候の変化，放牧，人為的開発によって

森林は荒廃してしまった。過去数十年間に実施された大

規模造林計画によって，低質広葉樹林は針葉樹林に林種

幡換され，ノルウェーエゾマツや欧州アカマツのほかに

米モミが広く造林された。森林限界は南部では海抜600

mあたりに見られ，ずっと北ではほとんど海面まで下が

っている。

南部内陸部は，夏は暖かで冬は寒く,600-900mmの

降雨量があり，ノルウェーの主要森林地帯はここにあ

る。森林限界は海抜800-1,000mである。

北部内陸部は，冬は大変寒くて長く，夏は短くて比較

綴済林面職
一一

1007yha%
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万-1,000万In3であづたから，蓄積は確実に増加してい

る5数年間にわた.うての年間木材伐採量（700万－800万
○

m3)は,1,,000万-1,100万m3という産業の需要を満た

すことはできず，不足分は主にスウェーデンからの輸入

に依存してきた。年間の伐採量の約50％は用材丸太お

よび特殊材として，また45影はパルプ材として出荷され

ている。

ノルウェーの森林蓄破は現在満足できるものではない

が，将来は現在よりも相当に高い生産力となるであろ

う。理想的蓄秋の森林と比較して，ノルウェーの森林の

欠陥として挙げられるのは，幼・中齢林の面積が過少で

成熟林や過熱林が過多なこと，壮齢林の蓄積が不足なこ

と，有用でない樹種がかなりの面積を占めていること等
である。

小規模森林を対象とする森林計画がノルウェーでは大

切であり，森林資源を回復する必要から，こういった計

画は1940年代に発展した。航空写真やサンプル抽出法

をもとに，大部分の計画は森林組合がたてている。

拡大造林や再造林のために年に7,000万本の苗木を必

要とし，ノルウェーエゾマツが80％,マツ類が20%の割

合である。

西部および北部の海岸地帯の拡大造林計画が1950年

に提案され，60年以内に50万haの土地を，低質のカバ

や商品価値のない樹種からNorwayspruce･PSitka

spruce等の針葉樹林に林種腫換することになった。と

ころが1950-1964年の間にほぼ14万haの林種転換が進

み,計画を早期達成した地域が多かったので,新たな計画

がたてられることになった。1965年の新計画では1965-

1990年の間に40万haを針葉樹林に転換することにな

っている。

政府および地方自治体や森林所有者は過去20-30年に

わたり適切な齢級分布をつくる努力をしてきた。母樹の

助けで天然更新が容易なマツ類や択伐の行なわれる森林

限界は別として，皆伐跡地への造林が行なわれている。

大而横皆伐の結果，造林地に潅木類が著しく繁茂した

り，商品価値の少ない木の雅樹が徐々 に侵入して造林木

に取って替わり繁茂するという問題が新たに生まれた。

このようなところでは，下刈りを繰り返すことによって

造林木に適当な空間を与える必要があり，下刈りは次第
に増えてきている。

間伐について以前の考え方は「軽く数多く」というも

のであったが，現在では数回（たとえば2回）間伐をし，

合わせて樹高6-10mの幼齢林を十分に撫育するのが最

ノ
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表･3立木蓄積と年間生蟇墨

蓄積（百万m3)生長量（百万m3)

ノルウェーエゾマッ

マツ

広葉樹

合計

250

150

80

480

7．5

3．4

2．1

13．0

年間生長量2m3/ha,蓄稜74m3/ha

適といわれている。地位中級の所で樹齢40-60年の収入

間伐が考えられる。多くの場所で優勢木の一部または全

部を除去すると，その他の生長の可能性のある木の生長

を促し，成熟林の寿命を延ばすことができる。

過去20年間に排水施工し，造林された湿地は18万ha

になった。ノルウェーの湿地面積は300万haで,その10

％は排水のうえ，植林ができる。また，60年代中ごろ

には年間9,000haを施肥したが,70年代初めには年間

2,000haに減少した。

伐木巡材方法はわが国特有の地質構造や地形に大いに
パワーソー

左右される。伐倒には専ら動力鋸が使われ，枝払いにも

動力鋸が使われることが多い。集材方法は状況に応じ

て，馬，農用トラクタ，木材プロセッサー，大型ホイー

ル集材機，鉤型稜込機付運搬機，架線等が使われる。こ

こ数年来，全幹集材が増えており，現在全幹集材は全体
のほぼ60形を占めている。

経済林における平均集材距離は0.93kmとされている

が，全幹築材方式の集材距離は0.5kmであることから，

集材距離を0.5kmにするために林道密度は，林内を通

る公道も含めて,ha当たり10-15mにする必要がある。

試験林で実験されている機械や方式が伐木連材作業に

多く採用されていることから，林業作業における労働生

産性は将来かなり伸びるものと期待される。



人口の都市集中化と農業の磯械化が主な原因となっ

て,1950年代中ごろに林内の擬械化が始まった。人手不

足や馬不足が進む一方，労働賃銀が上がり，合わせてパ

ルプや紙が世界的にもてはやされるようになったことが

伐木連材の機械化に拍車をかけた。そして20年もたた

ぬうちに労働者の雇用数は30,000人から10,000人に減

少したのである。一般に都市化したので労働力の需給バ

ランスはかなり良い。森林労働者の1日当たりの平均収

入は工場労働者と比べてかなり高いが，年間ベースでは

必ずしもそうならない。

ノルウェーの森林被害について見ると，まず森林火災

はそれほど問題にならない。害虫で問題となるものに新

植地に大被害を及ぼすbrownpineweevil(Hjﾉﾙ6"s

α"e"s)がある。伐倒跡地の残材はかれらの最高の生息

地となる。Barkbeetle類（中でも〃sら妙ogyafzZ'"z's)

は常に成熟林や過熟林を脅かし，大量風倒はこれら害虫

の大量発生の温床となっている。大気汚染はわが国の森

林被害を増大させているようである。南部や南西部から

吹いてくる卓越風が，ヨーロッパの工業地帯からおびた

だしい量の亜硫酸ガスを運び，ノルウェー上空でそれが

下降してくる。ノルウェー南部の湖や川の酸度が増し，

マスの数が非常に減っていることが科学調査によってわ

かっている。アルミニウム工場の排煙は地方の森林に被

害を与えている。

木材関連産業

100年前にはノルウェーは，今でいう開発途上国と呼

ばれる国であり，他の諸国に丸太あるいは製材，鉱石お

よび魚を輸出していた。しかし19世紀後半におけるそ

の歴史的状況をみると，ノルウェーはその50年間に以

前には遅れていたすべての分野一芸術，文学，教育，

産業，貿易および一般経済一で目覚ましい発展を示

し，林業はその中でも先頭に立った。

過去30年間に製材所の数は7,000から400に減少し

た。年間5万-10万rnSの製材(2,000万-4,000万ポー

ドフィート）の生産能力を持つ大きな製材所が建設され

た。製材の年間生産高は約240万m3(96億ボードフィ

ート）で，およそ400万nl8の丸太の供給が必要であり，

これはすべて国産材で賄われている。

パーティクルボード産業は，大量の不整形のヤマカバ

の唯一の重要な消費者であり，パーティクルポードの生

産と輸出は急速に伸びてきている。

ノルウェーには6つのファイバーボード工場があり，

商品開発が急速に進められてきている。
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ノルウエーのパルプと製紙工場のほとんどは，比較的

小規模で，ある程度しか統合合併が進んでいない。また

今日，利益を上げるのに十分な生産能力を持った工場を

造っても，それに見合う原料木材を確保することは難し

い｡1960年代におけるパルプと製紙の世界市場における

厳しい状況のために，ノルウェーの紙パルプ産業も，効

率を良くし近代化することを余儀なくされ,1960年には

1tのパルプ生産に9.5人/時間が必要であったのが，

1970年には4人/時間になった。

林業・木材関連産業で現在年|罰に必要な労働者数は約

53,000人であるが,生産性や効率の向上，オートメ化等

によって,この数字は将来いくらか減少すると思われる。

林業および関連産業での年間の輸出額は28"9,000ク

ローネで，ノルウェーの全輸出額の約13％に相当する。

国民総生産(G.N.P.)に対する森林と林業の割合は約

8影であるが，森林地域のレクリエーションのようなつ

かみにくいものの価値はG.N.P・には含まれていない。

森林政策

1951年に森林政策委員会は森林の生産の可能性を強調

して,70-100年以内に年間の森林生長量を2,400万In3

まで増やす目標をたてた。

1975年に国会への報告書で,森林政策の主要目的は森

林資源を社会の最大の利益のために利用すると同時に森

林資源を保池し開発することであると提案された。これ

は生産目楪の樹立，|淵発の遅れている地域での林業の促

進，木材関連産業の基礎としての森林開発，森林資源の

多様な利用，生産性の向上等により達成されるものであ

る。

市場が正常であって，木材価格が一般の価絡の傾向に

従う場合，販売と産業生産のための年間伐採量は漸次増

加し，1990年までに1,000万=1,100万In3に達すると思

われる。この指標に到達するために政府は，林道開設補

助金の増額，遠隔地での伐採困難なところに対する伐採

補助金，そういった地域からの丸太の輸送のための補助

等を含む多くの政策を示した。

当局は，森林がレクリエーション，自然環境自然科

学の場として，ますます薫要な役割を果たしていること

を認識しているが,m1l寺に，産業用木材を十分に生産

し，股村の人々に良い生活条件を維持するため，森林が

良好に管理されるべきであることはいうまでもない。当

局は森林法を改正することによって，ときには矛盾する

こういった利害関係の洲整も行なおうとしている。

[@!ForestryinNorway''(ノルウェー林調協会刊)より抄訳〕
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フランス（本土）の森林面1

モミ林

フランス（本土）の森林面積は，緑地帯，並木なども

含めておよそ1,350万haで，国土面積の25影を占めて

おり，それはE､C.9カ国が保有する森林の約半分に当

たる。そのうち，60％近くは国土の大半を占める海洋性

気候の平野部または低山地帯に存在している。これは生

態学的にみて，生産性の高い温帯落葉広葉樹'》の造林に

最適の条件であり，現にこの温帯落葉広葉樹林は上質の

木材（ナラ材，ブナ材）の供給源となっている。

フランスの森林について，次のことがいえる。

(1)平野部および低山地帯の森林のうち，上質の広葉樹の

造林に適さない土地（特に砂地）に対しては,19世紀以

来，針葉樹の造林が行なわれてきた。その主なものは，

欧州アカマツ，コルシカマツおよびフランス海岸松であ

り，特にフランス海岸松は19世紀の人工造林の結果，

フランス南西部のランド地方に多くみられる。

(2)上記以外のフランスの森林は大きく分けて2つの種類

がある。1つは針葉樹を中心とする高木林で山地にみら

れ，樹種としては原生種（欧州アカマツ，コルシカマツ

等）と外来種（ドイツクロマツ等）である。もう1つは

ナラ等を中心とする温帯植物系で，これは地中海沿岸に
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多くみられる。荒廃地化したもの臆ガリグまたはマーキ

（伐採・火事・放牧等に起因して荒廃したところにある

潅木をいう。土質は前者が石灰質土壌に，後者は珪酸質

土壌に生じる）と呼ばれる。

森林または草地の大部分は生産力は皆無かそれに近い。

結局，生産力を有する森林は800～900万haと推定され

ている。

森林の歴史と所有形態

歴史をさかのぼってみると，19世紀初頭には，フラン

スの森林の大部分はわい林および中林で，当時の森林面

職はおよそ800万haにすぎなかった。しかし，このこ

ろまで減少傾向を示していた森林面秋は，その後確実

に増加を続けている。というのは，ナンシー森林学校

(EcoleForestieredeNancy)の設立(1824年）およ

び森林法典(CodeForestier)の編さん(1827年）にと

もない，このような状況を改善すべく多大の努力が払わ

れたからである。その主なものとしては，わい林および

中林の用材林への転換であり，また,19世紀に，フラン

ス南西部，山岳地域のおよそ200万haにわたって実施

された治山造林等である。

さらに,国の特別勘定である林業埜金(FondsForest-

ierNational)の創設により，多数の森林所有者が財政

的援助を受け，1946年から今日まで200万haに及ぶ原

野・わい林等要改良林分に造林を行ない，林道を整備す

ることができた。

しかし，今後に残された問題は多い。生産力の高い森

各種の森林面積

平野部および低山地滞の落葉広葉樹林

平野部および低山地帯の針葉樹林
（南西部地方を除く）

南西部地方のフランス海岸松を
中心とする高木林

山地の針難樹と広繍聯難混交率）
地中海沿岸の植物系

640万ha

120万ha

lOO万ha

350万lla

l5O万ha

植物群の観点から，フランスと北欧諸国（ノルウェ

ー，スウェーデン，フィンランド）の森林を比較する

と，フランスの森林は地域（平野部と山地部，北部と南

部等）により異なった林相を呈し，樹種も多種にわたる

が，北欧の森林は相対的に変化に乏しく，樹種も限られ

たものである。

フランスの森林面積は大きいが，その全てのものが生

産力を有しているものではない。特に地中海沿岸のガリ

グやマーキの大部分，中央山岳地帯およびポージュ，ジ

ュラ，ピレネー，アルプスの各山脈の治山機能を有する
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林に転換することのできない林地を除いてもフランスに

はまだ300～400万haのわい林または中林が残されてい

る。これらの森林はha当たりの蓄積は少なく，したが

って生産量も少ない。しかし，これらを用材林に転換す

れば生産性は著しく高まると思われる。

フランスの所有形態別森林面職は，国有林170万ha

(12％)，公有林250万ha(18%),私有林1,000万ha

(70％）である。

国有林の大部分は用材林であるが,公有林の40％およ

び私有林の大部分はいまだに中林である2)。

私有林は先祖から受け継がれ，非常に細かく分割され

ているが8>，その多く（約30％）は艇耕地に付随する小

森林または膿用林である。このような私有林からの産物

はほとんど経済流通経路にのらず，したがって公式の統

計数字にも表われない。細分化された小森林や農用林の

林産物を経済流通経路にうまくのせることは，大変むず

かしいことである。

木材と生産需給

フランスの森林蓄瀧は約15億nl3であり，年間生長

量は5,000万nl8で，そのうち3,000万Xn3が広葉樹，

残り2,000万Xn3が針葉樹である。近年伐採され商品と

なった量は年平均約3,000万･In8であり,そのうち1,600

万nl3が広葉樹，残り1,400万In3が針葉樹である。

フランスの森林全休の生産は2つに分類できる。1つ

は商品化された生産戯であり，これについては統計数字

が公表されている。総生産匙は前述した3,000万nl3で，

そのうち2,000万m3(丸太換騨）は建材．ベニヤ材．ま

くら木用の製材で，残り1,000万In3はパルプ．杭木用

の丸太となっている（編集室注：薪炭材は300万In3で

ある)。

もう1つは，数字を1ﾘjらかにすることが困難な生産量

である。これは“自家消費”された木材であり，特に地

方の住民が暖房用または農作業用に自己の所有する私有

林で伐採した木材である。

後者の生藤愚は10年ほど前には比較的少なかったが

（推定では100万～200万ms),1973年の“石油危機”

以来著しく増加し，今日では800万～1,000万nl3に達

していると推定されている。

フランスの森林の生産風は3,000万m3にのぼるが，

この量はわが国木材需要を満たすに十分とはいえず，現

在およそ1,000万nl8を輸入に頼っている。

わが国の木材貿易は輸入超過で，収支は赤字となって

いる4)。これはすでに述べたように，フランスの木材生

産の大部分が広葉樹材であることから容易に理解でき

る。針葉樹の丸太および製材,熱帯広葉樹の丸太,家具調

度用木材および製紙用パルプ原木などは，輸入に頼らざ

るを得ないのがその主な原因となっているからである。

フランスの木材関連産業（特に建築産業）の多くは，

その原料とする木材を例内の製材所からよりはむしろ外

国（北欧や熱帯諸厩|）から輸入している。これは，国内

の製材所が本質的に家内工業的筋)であり，歴史的にみて

森林の細分化に対応してその椛造を変えてきたためであ

り，近年改善がみられるとはいいながら，一部の例外を

除いては木材消費産業サイドの需要に合わせた同種同サ

イズの木材を大風に安定して定期的に供給することがま

だできないということに起因している。

また国内の林業および関連産業に従事する労働者は約

60万人にのぼり，企業数はおよそ8万に及ぶ。

現行法規および今後の行政

私はこれまで紙而に限りがあり，詳細に述べることが

できないので手短にフランスの森林および第一次・二次

加工産業の分野の状況について述べてきたが，ここで森

林に関する法的側而および1980年代とそれ以降に対す

るフランス政府の森林行政の概要について以下に述べ

る。

フランスの森林法典は1827年にさかのぼるが，施行

されたのは1979年のことであった。この結果，農林省

の管轄下にあり，独立採算制をとる公的機関一森林公

社(Omcenationaldesforets)が1966年以来管理し

てきた国有林および公有林は，以後この森林法典に基づ

いて管理されることになった。この森林法典の規定する

ところによると，森林の管理は腱林大臣が承認した森林

伐採計画（15～20年間にわたる）に麩づいて行ない,森

林の管理，収枇調査と立木販売，伐採作業の監督は林務

官の管I階とされている。

私有林については1963年の法律によって初めて近代

的な法的規定がなされた。内容の主たるものは,25ha

以上の私有林については農林大臣の指定した地方生産指

導要領に基づき管理計画を作成しなければならないこ

と，またその私有林の管理は各地方林業センターが所有

者に代わって行なうことである。この林業センターの長

には専門家を任用し，巡営は有資格森林専門家が行な

い，地方・営林局の一員である技術者を通じて国の管轄

下におかれている。

森林の水土保全機能およびその他の公益的機能

山地部における森林の水土保全的機能については1860
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の利用に供すること，また多少の例外を除き森林の伐採

を行なっても森林の公益的，経済的機能の調和を保つこ

となどを明らかにしている。

一般大衆のレクリエーション利用に供する森林は，主

として国有林と公有林であるが，もちろん私有林もこの

蕊業に参加することができる。この場合，私有林の所有

者は利害関係団体との間に一般大衆の入林に起因し，損

害が出た場合，それに要する費用はすべて利害関係団体

が負担することを規定した契約を結ぶことができる。

今後の対応

1980年代とそれ以降のフランス政府の森林政策の概

要はどんなものであろうか。本論の初めに述べたとおり

フランスにおいては森林から木材関連産業にいたるまで

の「林業体系」はまだ十分に発達しているとはいい難

い。この点に関しては，3年前から関係者が政府の要請

に雄づいて検討を行なっている。

ここでは，以下に森林と産業（製材所と第二次加工産

業）の各分野につき，政府が決定した計画の概要を述べ

るにとどめる。

絲林整備についてはまず第一にわい林および中林を用

材林に転換する期間を短縮（早期達成）することであ

る。このた必政府は，用材の生産をブランスの林業にお

年，1882年および1913年の法律において林地を収用し

た後，防災，洪水緩和，水源かん養のために必要なあら

ゆる事業（ダム建設，植林等）を国が実施することが認

められている。実際100年前から防災の目的で多くの工

事が実施されてきたし，現在も実施されている。

1966年の法律には地中海沿岸の森林の火災防止およ

び焼失地の復旧作業に関し同様の規定がみられる。

森林法典の条項（1975.7.10の法律による）には，防

災的機能を有する森林を伐採し，あるいは林地内でなん

らかの工那を行なう場合，山間部であろうと都市周辺で

あろうと住民の安全と福祉のため事前に管理当局の承認

を得ることを条件づけてもよい旨が定められている。森

林法典によると，林地の用途を変更する目的で開発を行

なう場合は必ず認可を受けなければならないことになっ

ている。そして土地の侵食防止，木材供給，公衆衛生，

地域生態系の均衡または僅民の福祉という観点からみて

森林が必要と認められる場合，開発は許可されない。

その他森林の公益的機能については，一方において国

立公園や地方自然公園を各地に新設し，他方においては

1964,1979年の国民の森林レクリエーションに対する政

府方針のなかで，必要に応じて森林の伐採を行ない，量

観を損なわない程度にしかるべき施設を設け，一般大衆
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ける第一の目標とすることを最近決定した。これにより

公有林および私有林に対する国ならびに森林基金からの

財政的援助がいっそう増加することなどが考えられる。

第二に私有林の再編成を奨励することである。1954年

の法律には，所有権の再編成により森林を統合するとい

う規定がみられるが，所有者が所有権を失うことを好ま

ないことから，この法律は思ったほど成果はあがらなか

った。今後は所有権の移転を伴わず，林産物の販売をも

含め，森林を柴団化して総合的に管理経営するという形

で再編成を促進することが計画されている。

第三に森林計画の対象となる私有林の範囲を拡大する

ことが決定されている。これに伴い，森林計画の対象と

なるべき森林の最低面積は25haから10haに変更され

るものと思われる。さらに所有者に森林計画の作成と再

編成を同時に行なうことを奨励するにあたり（森林計画

は再編成された森林に適用される）森林計画の対象とな

った森林に対し，漸次，国家力測政上および税金の面で

の援助を行なうことが計画されている。

また，林業にとって，十分かつ強力な産業組織がある

ことは重要なことである。というのは，伐採事業はもと

より林業経営はすべて木材の需要に基づいて行なわれる

からであり,政府が1979年に産業の振興,生産性の向上，

供給の改善をめざして木材関連産業振興基金(Fonds

deD6Veloppementdeslndustriesdubois)を設立

たのもこのためである。

製材所については，設備を近代化し，生産性を高め，

小径木の利用拡大を図り，さらに製品の展示方法を改善

することを真剣に検討しなければならない。

家具，調度品および製紙用パルプについては，家具，

パルプおよび紙の輸入が「木材および同製品」の貿易収

支における赤字の大きな部分（約75％)を占めている。

特に家具については，他のヨーロッパ諸国と比べ広葉樹

林が多く，家具用の良質の材を産しながら，原木を大量

に輸出し，逆に付加価値の高い家具を輸入している。今

後はこの傾向を逆娠させ，フランス国内において自国の

林産物を使って付加価値の高い製品（家具）を作り出す

ことが必要不可欠である6)。

また，各産業は国家と結んだ振興協定の一環として各

種の財政的援助を受け，進んで技術革新を行なう必要が
ある。

結論として，フランスの森林には弱点はあるものの，

同時にそれは大きな可能性をも含んでいるということが

いえる。人工造林による森林は莫大な共同財産であり

(E.C.全体の45錨を占める),その密度と分布状態か

らみてフランスの森林は，平野部および山間部の両方で

浸食防止の機能を果たし，同時に国民の文化財産でもあ

り，利用度の高い原料木材の供給源でもある。この森林

の多様性のおかげで今後我々は，いろいろな形でこの森

林を利用することができる。

フランスは木材生産国であり，木材総需要量の25％を

外材に依存しているにすぎない(E.C.全体では外材依

存率60％)。しかも，この外材依存率は将来低下するで

あろう。短期的には，林業基金の助成を受けて造林した

針葉樹を中心とする森林が数年後には生産可能となるこ

とが想定され，さらに長期的には多くのわい林，中林を

生産性の高い用材林に転換していくことが予想されるか

らである。

BertranddeJouvenel教授は,3年前に政府の諮問

に対し，森林の可能性について次のように答申した。

「わが国において森林財産は，将来大きな可能性を秘

めており，今後，森林造成には積極的に挑む必要があ

る」と。

注1.）ナラとブナを中心に，ほかにアカシデ，カバ，ハコヤナ

ギ，カエデ，シナノキ，トネリコ，野生サクラ等が生育
している。

2）すでに述べたように，生産力の高い森林に砿換できるの

はこのうちの一部分だけである。

3）160万人の所有者が全体で1,000万haを所有している。

そのうち150万人は1人当たりの所有面積が1011a以下
であり，1人当たり25ha以上所有しているのはわずか

に4万人にすぎない。この4万人の所有面談の合計は
330万11aにのぼる。

4）1976年の木材関係の貿易収支の赤字は70億フランにの
ぼり，その内訳は以下のとおりである。

熱滞用材の輸入10催フラン

針葉樹材〃12〃

パルプ〃22〃

紙類〃10〃

家具〃16〃

5）疎林の伐採ならびに製材を行なう企業は7,000社あり，

そのうち5,000社は伐採と製材を同時に行なっている。

年間2,000m3以上の製材を行なう企業は全体の25%に

すぎず，その生産量は国全体の4分の3に相当し，年間
20,000m3以上の製材を行なう製材所は5%で，雄産儲

は国全体の10%に相当する。

6）木材の付加価値：1フラン立木は以下のとおり付加価値
を生み出す。

．．…･伐採して1．5フラン

・・…･半製品として3．7〃

･･･…ﾗ割戊品として15．0〃
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潤沢な森林資源その有効利用と
大規模造林事業の推進が軸に

はじめに

A・パウロ･M･ガルヴァオ
（森林研究国家計画調盤宮）

Dr．A･PauroM・Galv50

Coordinator

ブラジルは面積8億5,100万haを擁する世界第5位

の大国である。南北の長さは北緯5.から南緯33°まで

3,770kmに及び,東西もほぼ同じ距離である。その面職

からいって，気候はアマゾン川流域の湿性熱帯から東北

の半乾燥熱帯，中央および南部地域の亜熱帯，暖帯気候

まで国土の広大さに準じて幅がある。1980年,人口は1

億2,000万人と推定され,そのうち56％は国の南部と東

南部に集中しており，人口の56％以上は都市に住んでい

る。人口密度は北部（アマゾン）の1km2当たり0.6人

からリオデジャネイロ州の1km2当たり114人までで

ある。1960年から1979年の20年間に，人口は平均2．9

％の割合で増加した。

林業のブラジル経済に果たす役割は大きく，ブラジル

林業開発局(IBDF)の統計によれば>1975年国民総

生産の3影は林業部門によるものであった。木製品の輪

NationalProgramofForestResearch/Brasil

出は1978年2億9,900万USドルで,1979年にはこれ

が5億3,500万ドルに増加した。これは全ブラジルの輸

出の3.5％に相当する。短繊維パルプはこれら木製品輸

出の51.2％に相当する。パルプは1979年の輸出品目中

の第16位を占めている。また,推定によれば1977年に生

産された原木1億1,800万rn8相当の薪材は（編集室注：

この数値は日本での年間の木材総供給量にほぼ相当）全

主要エネルギーの約20％に当たる。木炭は鉄鋼産業の加

熱・還元剤として，現在国内で生産されている銑鉄360

万トンの40％を産出するに足る量が供給されている。

造林・再造林事業（年間造林面積40万haとして）は

植栽のみで未熟練労働者に対して約6万人分の恒久的な

仕事を作り出している。もしも造林地管理，伐採，輸

送，木材産業を加えると，造林事業は30万人分以上の
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恒久的な雇用機会を創出維持することができる。

植生と天然林資源

“セラード",“カーティンガ"および密生熱帯降雨林は

面秋の点からブラジルでは最も重要な林型である。セラ

ードはサバンナタイプの植生で，その特徴は，十分間隔

をとった低木の間にイネ科の植物が繁茂している。面職

は1億8,000万1,aに及び，大部分は中央西部と南東地域

にある。セラードは主として鉄鋼産業の木炭生産用燃材

として伐り払われてきた。推定蓄積はl瓢当たり26m3,

全体では47"m3である。

カーティンガもしくは有刺叢林は内陸東北地域の

9,000万haの代表的な植生である。その特徴は木質の低

い，刺のある，落葉もしくは多汁質の植物である。この

群系は顕著な乾期によって特徴づけられる乾燥ないし半

乾燥気候と関係が深い。カーティンガの木材蓄職は低く

h《l当たり10m3,全体で9億In3と推定される。この材は

現在主として燃材に利用されている。

熱帯降雨林は，アマゾン地区に分布し公園＋面積の

32.9％を占めている。密生した丈の高い熱帯降雨林は2

つの型に区別される。すなわち，高地の密林と“ヴァル

ジャー”もしくは氾濫原の密林である。ヴァルジャー林

は諮職が多く，生産性も高い。そして地の利を得て高地

よりも伐採がすすんでいる。高地林は現在および将来の

有用樹砿が多いが，川からの距離が遠く，したがって地

の利が悪いため，原生林として残っている。アマゾン地

域の新しい道路の建設，大規模農業畜産事業計画と政府

融資の開拓事業のためにこれら森林の伐採が増加してい

る。最近終了したLANDSATと地上データを利用し

た森林伐採調査は，この地方の1.1'影以下，すなわち

312万11aが1978年までに伐り払われたことを確認して

いる。ブラジル林業開発局(IBDF)は衛星監視計画

によってこの伐採を追跡する立場にあるが，乱伐阻止の

作業を行なうにはより多くの資金と人材を必要とする。

これはまた，312万haの60%以上が1975年から1978年

の間に伐採され，森林の消失率が高まってきているとい

うことから重要である。

アマゾンの高地林の約91％は，あまり肥沃でない，酸

性の深くて水はけの良い土地に生育している。熱帯降雨

林では，吸収，堆積，吸収という養分循環が盛んで，こ

のために世界最大のバイオマスが，それほど肥沃でない

土壌の上に存在するというパラドックスが生ずるのであ

る。高地の土壌は森林を皆伐し，焼却すると一時的にか

なり肥沃になるが，高温多湿のため，溶脱と没食が急激

に起こって土壌が急速に悪化していく。

アマゾンの熱帯降雨林は，莫大な木材蓄積をもって

いる。推定によればha当たり165m3,全体として450IW

7,000m3の蓄積である。しかし，膨大な蓄積はあって

も現在輸出されている樹種は7つしかなく，24の樹種

が国内市場に向けられている。したがって，今口の市場

で販売できる材俄は150"m3以下である。アマゾンの

森林の販売可能材職を増やすため，政府および大学の木

材研究所では，現在，未利用樹種の物理的機械的特質を

テストし，国内外での市場拡大をはかっている。

人工林

ブラジルの造林事業はサンパウロ州の民間鉄道によっ

て始められたとみてよい。この鉄道はその機関車用の天

然林からの燃料が乏しくなったために，これに代わる燃

料源を必要としたのである。かなりの面積にわたる造林

地が出現したのはようやく1910年をすぎてからである。

以来，造林はパルプ，小丸太，木炭生産のために行な

われた。ユーカリ類，マツ類といった外国種は生長の早

いことと，種子の入手が容易であったために好まれた。

財政援助によるユーカリの造林地は1978年までに170

万haに及んだ。うち73.8形は東南地域にあり，ミナス．

ゲレー州だけでもブラジルの全ユーカリ造林地の47％

に達している。南部ではマツ類がさらに広く植栽されて

いる。パラナ州とサンタカリナ州ではマツの造林地はそ

れぞれ31.3％，21.0％ある。

もっとも広く樋えられている樹種は南部では，

P加郡seﾉ"0"",R/""とE""J""s""zi'"α腕sであ

る。亜熱帯在来種A’'""”/αα"9"Sj”"α(Paranapine)

はごくわずかしか植栽されず，補助金付全植栽面積の約

2影にすぎない。この樹種は肥沃地を好み,比較的生長が

おそいので，外国産マツ類と比べてその造林は限られて

いる。東南部ではPi,""sOO""{z,Rc""[z"("0"α卯一

7'2"sis,6α"""e"sisと“γ茄""),R'""",Rs"｡"
c""e"sisjE.s"/増"α'E,邸'α""S,E.2""〃〃α)E.

c""oa0γα,E./"'c""""sはもっとも多く植栽されてい

る樹種である。在来種は生長がおそく，かつ種子生産，

育林，経営についてもなお研究が必要とされているため

敬遠されてきた。しかし,Co'･面α“α〃α"αはアマゾ

ン地方で再造林，補植用として勧められている樹種であ

る。

ユーカリの造林には，地ごしらえ，施肥，下刈りを十

分にしなければならない。普通の植栽間隔は2×2m,2

×2．5m,3×1.5mおよび3×2mである。造林地は皆



伐作業を行ない，第1回収漣は普通植栽後7年目，続い

て14年目，21年目に萠芽を利用して2回伐採を行な

う。つまり萠芽力が強く，植栽後21年間に3回の収戦

ができる。この経営方式はもっとも広く普及しており，

パルプ，繊維板，木炭の用材生産を最大にすることを目

指しているのである。

針葉樹の経営方式はユーカリと同じであるが，枝打

ち，間伐を行なう点が皆伐・萠芽更新と異なっている。

パルプ材その他小丸太の間伐は8年ごろになって初めて

行ない，数回繰り返す。理想的輪伐期は製材用丸太で

25～30年と予定している。

ブラジルにおける人工林の収穫量は主として経営方式

に左右されるが，気候・土壌条件からみて潜在的な収泓

量はおどろくほど多い。たとえばマツ類の生長愚は年1la

当たり30m3を超えるが，ユーカリは，地ごしらえ，施

肥，種子改良，下刈り，害虫駆除を十分に行なえば，年

ha当たり60m8以上を生産することができる。

莫大な生産量に達するはずにもかかわらず，ブラジル

全体で年平均ha当たり15m3という実情は上述の数値よ

りもはるかに低い。この原因は造林技術が未熟であるこ

と，政府補助の造林計画で多くの場合木材の最終用途に

ついて無関心であること，優良樹種や望ましい産地から

の改良種子が不足していることによるものである。良質

の種子の生産は十分ではなく，推定によれば，1978年に

はユーカリとマツ類の種子は必要量のそれぞれ69％,60

％を輸入している。樹種および原産地のテストを経た単

特集/1980年代の世界の林業くブラジル>25

ブラジル南部ではマツ

類の造林は盛んである

木の間でも生長率は大幅に異なるので，育種によって高

い生産性が得られることを指摘したい。

施肥は近い将来，制約因子になるかもしれない。苗木

1本につきN,P,Kを10:28:6の割合で100～200g植

栽時に施すとユーカリの生長を50％以上増すことがわ

かった。しかし肥料の値段も高くなり，経済的に使用で

きる量も減ってきた。したがって,新しい肥料源,”図回

数，施肥の方式を研究しなければならない。もともと痩

地に強い樹種や品種の研究を行ない，その獅凹方式を確

立することも急がなければならない。また伐期と施業体

系の研究をすすめる必要がある。新しい方式は短期の現

金収入をねらった燃材や用材の早期生産と，価値の高い

小丸太や製材用丸太をねらった中期，長期の木材生産と

を組み合わせるべきである。これらの方式も土壊保護と

栄漣循環と関係づけられていなければならない。

造林補助

今世紀の半ばごろ，ブラジルの開発のすすんだ南部と

東南部地域の天然林資源はひどく荒廃した。造林は始ま

ったばかりで，1964年現在では50万11a以下であった。

大面積にわたる森林地帯は農業，放牧，製材原木，鉄鋼

産業用の木炭の原料として伐り払われた。

ブラジルでもっとも開発された州であるサンパウロ州

の特殊な場合として，1920年から1962年の間に800万

llaの森林が伐り払われた。この荒涼とした天然林の実情

に直面する一方で，既存の林産業に原木を供給し，か

つ，パルプ，鉄鋼生産の拡張計画にこたえるために，政
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府は造林を奨励することにし，1966年助成法が施行さ

れることになった。

たびたび改訂されたが，この助成立法のおかげで多く

の会社は，現在，相当の利益を得ている。すなわちIB

DFの承認をうけた造林,再造林計画に対し所得税の25

％が控除され，それを造林費に充当してもよいことにな

っている。承認を得るには事業地は特に定められた地域

に設けねばならない。また,助成法は土地購入を除く,植

栽および3年間の保育を含む全費用を対象としている。

この立法措世の結果，ブラジルにおける造林事業は急

激にすすんだ｡1964年までに造林された総計50万haは，

1980年に約370万llaまで増加し，最近3年間は，毎年

40万11a以上のテンポで新しい造林地が生まれている。

この財政援助は，最初は確かに有利であるが，修正を

要する問題点もある。たとえばha当たりの平均年生産量

25nl8をはるか下回るような不良な造林地がたくさんあ

るからである。しかし，強力な研究計画がブラジル農業

研究事業団(EMBRAPA),IBDF,大学,民間専

門家の手によってすすめられており，樹種や原産地の選

択，育種による収溌量の大幅な向上が期待されている。

すでに改良種子の採用，地ごしらえの改善および鰄凹に

よって生産戯を経済的に増加できることがわかった。近

い将来，造林地の平均生産量を50％増加させることに

したい。また，法律面での制度的経済的な歪みを是正す

るため，新しい諸規則が検討ないしは実施に移されてい

る。会社をうまく選び統合して事業を実行するようにす

れば，これも生産性の増加をもたらすであろう。

全国開発計画のなかにおける林業部門の役割

1974年，ブラジル政府は人工造林地面積をもとにし

て，全国紙・パルプ生産計画を発表した。それは紙・パ

ルプの自給自足を達成し，1980年には200万トン,2000

年には2,000万トンの輸出をしようとするものであっ

た。この計画の結果，ブラジルはすでに自給自足国とな

っている。しかし,1980年のパルプの全輸出量は,100

万トンと推定され，今後5年間に，新工場が紙・パルプ

をさらに600万トン生産する予定である。1980年の生

産が計画を下回ったのは，紙・パルプの国際市場不振の

ためと過去数年間投資が少なかったためである。

全国鉄鋼鮒発計画は政府の鉄鋼の大増産輸出の希望か

ら端を発したものである。ブラジルのj愉入石炭，コーク

スへの依存度を低めようとすると，加熱ならびに還元剤

としての木炭の役割は著しく増加することになろう。現

在ブラジルで生産される銑鉄の40％以上は木炭をベー

スとしたものである。木炭による鉄鋼産業の集まってい

るミナス・ゲレー州は1968年から1978年のまでに木炭

ベースの銑鉄の平均85％を産出した。

1985年には2,060万Xn8の木炭を生産するために，約

3,300万rn8の木材を必要とする。ユーカリの造林地は，

この木材の36％を供給する予定である。しかし，ユー

カリが11a当たり年平均15m8を生産するとして，全体で

70万11nの林地を必要とし，もしも7年,14年,21年と

周期的に3回の皆伐をするとすれば,10万ha以上を毎年

伐採しなければならない。

人工林の比絞的商い生産性，低い労働費，低い地価を

もってすれば，ブラジルの紙・パルプ，木炭鉄鋼計画も

財政的には実行可能である。

ブラジル林業の将来一可能性と制限一

世界にも例のない造林計画を遂行中であるにもかかわ

らず，ブラジルは自身の必要を満たし，木材の計画輸出

目標に到達し，天然林を保全するためには，造林面での

努力をさらに大きく拡大しなければならない。生産量を

上げ，木材生産コスI､を低く抑えねばならない。石油危

機，つづいて起こる国際収支の悪化に備え，エネルギー

源として森林の開発に特に努力しなければならない。

アマゾン流域の土地利用と森林利用についてはできる

だけ早く決定しなければならず，もって資源を損傷する

ことなく木材の増産をはからなければならない。東南部

の乾燥および半乾燥地帯における木材の増産は，燃材，

柵木，小丸太や軽量建築用材として必要である。流域保

全や土壊保繊といった間接的便益のための林業開発は特

に南部，東南部地方では考えなければならない。これは

ブラジル林業の直面する大きな問題でもある。

アマゾン地方では，林業は社会経済発展上，主たる役

割を演ずることができるし，また演じなければならな

い。道路の新設，入植，国内と世界のためのより多くの

食糎と木材の生産，土地の低価格等がアマゾン流域の森

林に対し大きな圧力を加えている。この枠組みの中で，

アマゾンの森林資源の扱い方について，5つの選択の道

が開かれている。

1）原始的方法による択伐作業：これは現在最も広く用

いられている方法で，必然的に優良樹種の絶滅と森林

の荒廃を引き起こす。また輸送を河川の水位の年間の

変化に依存するため恒続供給が保証できない。

2）道路建設，水力発電施設，国営入植計画のため伐採

される木材の搬出：これにより目下放棄されている原

料が大通に供給されることになる。



3）アグロフォレストリー（農林業経営）：これは林木

による木材生産と環境保護とともに食糧ないし早く現

金収入の得られる早期成熟作物をも同時に生産する複

合システムである。アマゾン地区でこの計画案が実行

できるかどうかの研究が行なわれているが，まだまだ

多くの努力を必要とする。農林業経営が特に勧められ

ているのは，天然林伐採跡地である。

4）天然林を皆伐し，外来樹種の一斉林を造成する人工

林経営:Jari計画はこのタイプで，きびしい批判を浴

びている。

5）高地林の合理的保続生産経営：これはIBDFやE

MBRAPAが経済的，技術的，生態学的見地から研

究中のものの1つである。

ブラジルの，アマゾン地区の社的経済開発を正しく組

織し，土地利用の摩擦を避けるため，ブラジル政府は森

林政策の要綱を作成しており，今年，国会に提出する予

定である。アマゾン地区の新しい森林政策は，合理的保

続生産原則による木材生産地域と天然資源の保存地区の

設定を考臘に入れている。木材生産を目的とする国有林

は，開発事業の始まる前に，技術的，経済的，生態学的

事前調査を行なう。

エネルギー供給の分野では，すでに述べたように薪炭

が産業用，サービス用，家庭用に使われることになる。

ブラジルが利用する木材の77％以上は薪として直接燃

料とし，あるいは木炭に変換されて利用されている。現

在の燃料油消費を薪炭に代えるためには，造林計画を倍

増しなければならない｡というのも南部,東南部,束北部

の在来樹の森林や現在の人工林では需要に応ずることは

できないからである。紙・パルプ産業はすでにこの点に

ついて政府と協定し燃料油消費の80%以上を1985年ま

でにバイオマスと産業廃材に代えることになっている。

ブラジルの中・小地主の造林計画事業がこの3年間実

施され，なお拡張中である。この事業は全国石油協議会

の補助をうけ，地方的なエネルギー源としての木材生産

をもくろんでいるが，これは主としてブラジルの既開発

地における限界的な土地で至急実施すべきものである。

木製アルコール（エタノールとメタノール）の生産を

目的とした，もう1つの大規模な計画が石油代替のため

の砂糖アルコール生産を補足する形ですすめられてい

る。IBDFは，半官半民のCOALBRA会社を通じ

て3つの酸性加水分解工場を建設予定で，各工場のエタ

ノール日産能力は10万‘である。またサンパウロ廻力

会社は木材からメタノールを生産する技術を開発中であ
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る。マト．グロソー・ド・スル州では日産10万〃のメ

タノールエ場を3棟建設中であり，2つの外来技術と1

つの国産技術をテストする予定である。

セラードとその他の東南部の森林を薪炭用として保続

経営するよう提案されている。セラード林は昔からブラ

ジルの鉄鋼産業用の木炭を生産していたが，伐るだけで

保続を考慮したものではなかった。束南部の天然林は減

少しているし，保続経営についてはっきりした試験デー

タがないから，開発すべきではない。木材は新しく造林

した薪炭林からも増産できるであろう。収謹量の著しい

増加は造林費を減らすこととなるのだ。すでに述べたよ

うに，ブラジルの人工林の平均生産量を50％増加するこ

とは可能であり，これはまた，土地朧入費，植栽，管理

費を33％減ずることになる。

新しい造林に要する資金は，現在の助成法の継続ない

しは民間の造林投資を促進するための特別の助成措置に

よって調達さるべきである。ただし，新しい人工林は木

材最終用途にしたがってゾーニングされた土地に設定す

べきである。この地帯区分では市場や優良樹種の種子の

入手を考えねばならない。また，市場への輸送距離も特

に注意しなければならない。

これらの計画実行には多くの研究が必要である。1980

年の森林研究に関する調査によれば，ブラジルでは育

林，育種，経営，種子生産に関して1,366の実験や事業

が行なわれた。これは主として南部と東南部のユーカリ

とマツ類の造林地を中心に行なわれたものである。現在

ではアマゾンの熱帯降雨林の育林，経営について主に研

究されているが，なお多くの研究が必要である。

林業研究の中心は，全国森林研究計画(PNPF),ピ

ラシカバ，ウイソサ，キュリティバにある林業学校，ミ

ナス・ゲレー州とサンパウロ州にある国・州立森林研究

所である。すでに述べたように,PNPFはIBDFと

EMBRAPAとの共同事業であって，ブラジルの生態

区ごとに設立された研究センターと試験場のネットワー

クを通じて研究が進められている。

ブラジルの森林の問題は大きいが，林業は国の合理的

経済的発展の最良の手段の1つと考えられている。再生

のきく資源であることと，多嫌な技術が使える（簡単な

製材所から複雑な紙パルプ工場木材化学工場まで）と

いうことがブラジルの持続的な経済発展にとって，非常

に大切であるからである。現在行なわれている集約的研

究は将来ブラジルの全体的発展に大きく寄与するものと

期待される。
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▲フタパガキ科の森林
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国家的課題森林資源の保護･管理
-体制整い官民挙げての森林造成に着手推進一

エドモンド｡V･コルテス(森林開発局局長）
1．その過去Mr・EdmundV.COrteS
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BureauofForestDevelopment

の1つがフィリピン諸島である。フィリピンの山林は,MinistryofNaturalResoUrces

1,700万haの広さを誇り12,000種を超える植物の原生RepublicofthePhilippines

地となっている。これらのうち，4,000種がフタバガキを置き，「森林資源の規模を測定し，その正しい利用を
科からモラベ，マツ，マングローブに至る樹木であり，監視した」のはずっと後の1863年のことであった。

海岸線から山岳地域に分布し，住居や食物，衣類，薬品1893年にアメリカ人が到来した2年後,それはフォレ

の原料となっている。しかし，フィリピンの森林の歴史ストリー・ビューロー（林業局）と名を改められ，ジョ

は，保全と造林の努力が根をおろすまでは，外国人たち一ジ･P・アーン大尉が局長となった。アメリカ人は丸

の乱暴な開発の危険にさらされていた。鋸や伐木運材用具を駆使して伐採を組織化したが，皮肉

1521年に島を発見したスペイン人は,原生林から木をにもこれがそれまでの無謀な伐採をさらに促進してしま

伐り出しては船を造り，居住区を建設していった。彼らうことになった。同時に別の2つの政府磯関が別の森林
が「インスペクシオン・デ・モンテス」（森林監視員）行政の部門を担当した。すなわち，1916年ﾕ)にビュー



▲森林而職は国土の56％

フタパガキ科の森林は重要資源の一つであるし

ロー・オブ・フォレストリーと改名され，農業天然資源

省の下におかれた林業局と公園野生生物委員会である。

政府による森林管理のための有意義な努力が開始された

のは1947年3)のことであるが，それは造林事業の恒久

的財源とするための林産物に課税することであり，早速

フィリピンの数地域で始められた。

造林の必要性が高まるにつれ，造林局が創設され国内

の裸になった全ての土地の植林を行なう機能を持たされ

た3)。1972年，大洪水がセントラル・ルソンを荒廃させ

た後，フェルデナンド.E・マルコス大統領は，それま

での3つの別々の林業政府機関を大幅に再編し1つの組

織の下に合併させて森林開発局とした4)。この合併によ

り職能と事業の重複が避けられることとなり林業行政は

再び円滑に行なわれるようになった。

1976年，森林生態系管理計画(PROFEM)5》が国内の

森林造成を促進させるため全力をあげて着手推進され

た。この時は，森林保謹と更新は単に一政府機関のみな

らず，すべての諸機関の関心事となり，また，政府分野

だけでなく民間の分野，さらにいえば民間の諸機関ばか

りでなく，個々の市民のかかわる問題となったのであ

る。つまり植樹令6)により10歳以上の者は今後5年

間，年に12本の木を植えることが要請された。これら

の努力は,1978年にはその成果をあげ,その数年後には，

初めて造林面積が伐採面稜を上回ることになった。荒廃

は通常,焼畑艇業(カインギン)，山火事,無謀な伐木によ

って引き起こされていた。今日も，森林開発局は，その

森林資源の管理に関する当初の目標を求め続けている。

2．森林資源（1979年現在）
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林地と非林地面積：フィリピンにおける林野面積約

1,690万haのうち経済林は710万haに及ぶ｡そのうち93

％（660万ha)は森林にあり，残り7%(50万ha)は譲

渡・売却等の処分可能な土地にある。これらのうち330

万haは原生林であり，残りは人の手は入ってはいるが，

まだ十分な蓄積がある。林地面識中の非林地は約570万

haである。これらの非林地は，未立木地，湿地，人工牧

草地，農園耕作地，市街地域である。まだ分類されてい

ない760万haの公有地のうち約431万haほどは恒久的

林地として分類できると期待されている。

木材資源：フィリピンの用材はフタバガキ科の森林か

ら生産されている。その蓄職は14億4,000万Xn8で,15

億8,700万1n8とみられる公有林の全蓄積の約91%に当

たる。フタバガキ科の森林にある木材の約65％はフタ

バガキ科のものであり，35％はその他の科からなってい

る。マツ科の森林は約1,700万In8の蓄積があり,それは

総蓄積量の0.46%に当たる。残り1"2,200万In31すな

わち7.6％は保安林の役目を果たす非生産林地にある。

牧草資源：全国で967,026haの牧草地が，食肉およ

び酪農生産の開発のために民間の個人や企業に賃貸され

ている。

水源：全国で40カ所が重要水源地に指定されており，

その面積は351,013haで，そのうちのいくつかは緊急

の造林を必要としている。

野生生物寅源：フィリピンは,850種類の鳥と，225種

類の哺乳動物に恵まれている。これらの中にはフィリピ

ンわし，ミンドロ水牛，パラワソ，孔雀きじ，めがねざ

る，ねずみ脱など比較的よく知られているフィリピン特



30

（fha)

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50，

40，

301

20

10

蕊

~F1一戸一T1111

伐採面積

些ト
霞蕊莞

鍾譲鍵霧露蕊議譲鍵
'66'67'68'69'70'71'72'73'74'75'76'77'78'79

伐採面積と造林面積の推移

有の野生生物も含まれる。しかしながら21麺類の鳥は。木材加工設備の開発と設置を促進し，合理化するこ

今や絶滅の危機に直面している。と。

レクリエーション資源：60の国立公園と7つの禁猟。山林の保謹・開発・緑化は森林の生産力を維持すべく

区と鳥類保謹区には，野生生物，滝，ほら穴，火山，温十分な注意をもって行なわれること。

泉，独特な植物や美しい景観があって，人々のレクリエ4．森林開発局とその他の山林関係諸機関

一ションや科学研究に寄与している。森林開発局は，他の政府機関からの補助・支援をも受

特殊林産物資源:穂樹脂,マニラエレミ(芳香樹脂)，けている｡たとえば,有名な森林研究所は林業に関する
ニッパヤシ，竹，タイガーグラス，薪炭材など経済的価新しい技術革新の調査を行ない，林産研究・工業開発委

値を有する種々の特殊林産物が豊富にある。員会は山林の樹木の多面的利用について継続的な調査を

3．政策行なっているし，木材工業開発のための大統領委員会は

土地利用政策：3,000万haの国土のうち約1,690万林産業界全体の活動を監督し，さらにはフィリピン林産

ha,56%が山林である。国家政策として最低1,200万物協会のごとき私的な林業関係機関は，林業政策目的を

ha,すなわち国土の40%を森林として保存することに形成し，実行に移していくためのフィード・バックの役

なっている。割を果たしている。

林業および林産業開発政策：林業および林産業の開発5．計画の推進

は次の政策の下に実施されている。1）資源管理計画

･林地の多目的利用は，国の開発と発展への要求や，科わが国の林産物の品質を向上する目的で，森林林分改

学技術の進歩，公共の福祉に合わせて行なわれなけれ良のための数々 の措置が講じられている。森林の生産力

ばならない。を維持していくため，伐採権所有者たちの伐木作業を監

・土地の分類・澗査を組織的，かつ急いで実施すると視し，正しい造林学の実践応用を行なうことで，必要な

と。戯の健康な保残木を残し，保護することにしている。



政府機関の推進で森林の造成が各地で実行されている

2）自然草地の管理

草地管理は家畜生産の安定的な増大をはかり，もって

わが国の牧畜業と国民経済の発展を支えることを目的と

し，45万haにおよぶ草地の牧養力調査の完了が急がれ

ているが，それができれば，これらの草地は食肉，乳製

品，その他（水・土壌・野生動物など）の草地資源の最

大限の生産のために，開発されることだろう。

3）公園と野生生物管理

ピコールおよびカンラオン山，アポ山の主要な3つの

国立公園においては，わが国天賦の自然を守るために特

別な注意が払われている。1,652,640haにおよぶ7つの

鳥類保謹区と禁猟区では，ミンドロ水牛，フィリピンわ

し，ねずみ鹿やめがねざるのような珍しいが絶滅しかか

っている種類の野生生物の保護が特に集中的に行なわれ

ている。

4）流域管理

政府は重要流域を整備し，ますます増加する人口の要

求に応えるべく生活用水，農業および工業用水確保に努

力している。351,013haの流域を保護し開発するため

の，階段工・捨石工・砂防ダムをはじめとする基盤盤伽

工事や森林造成が行なわれている。

5）土地分類

各政府機関の活動を通じて，公有地の土地分類が行な

われつつあり，どの部分が森林としての目的にかなって

いるか，またはどの部分が譲渡売却可能として払い下げ

できるかを検討することになっている。現在のところ，

まだ7,578,178haの公有地が利用区分未決定であり，土

地利用区分の決定しているのは総面積3,000万haのう

ち9,328,559haにしかすぎない。

6）造林計画の社会経済的影響

PROFEM:造林の推進がスタートしたのは，生態系

管理計画(PROFEM)が立てられ，国内の聯林再生の
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努力に拍車がかけられることになった1976年のことで

ある。官民両分野の協力で，今日では20万ha以上の土

地に植林が行なわれた。このことは10歳以上の企ての

フィリピン人が5年間続けて，1年に少なくとも12本

の木を植えようと要求した「植樹令」として有名な大統

領令第1153号の発布によっていっそう抽車がかけられ

ることとなった。PROFEMの植樹令に加えて，その他

にも，いくつかの計画が実行され，造林を促進し，かつ

同時に，それらは農村住民の収入を増加させることにな

った。

；付落樹木農園計画：この計画は，十分な木材やその他

の腱林産物を原材料として使用する諸産業に供給すべく

生産することを目的としている。さらにこの計画は，農

村の住民が永続的に植林し，かつ現金作物を生産するこ

とによって，副収入を得る道を開く結果となった。ちな

みに，総面積1,336haの土地が村落樹木腿圃となり，

247部落，5,566世帯がそれに従事している。

企業造林(ITP):現在すでにあるか，あるいは今後

建設予定の全ての木材加工工場は，彼らの必要とする原

材料を確保するためにある程度の規模の造林地を確保し

ておくよう要請されている。こうしてすでに9カ所の

ITPが45,580haの土地を借り上げている。

アグロ・フォレストリー：これは，農産物，林産物，

動物飼育を同時にするか，あるいは別個にするか，その

組合せによってあらゆる食料生産を増大させるような土

地の管理を目的としている。この規模の大きい森林開発

活動は，すべての利益が参加者に帰属するようになって

いるため，地域住民の社会的経済的地位の向上に役立つ

のである。

樹木農園計画：8,648.5haを占める96の樹木農園は，

それぞれの地方において参加者のために財･やサービスの

生産を行ない，雇用と収入の増大をもたらしている。ま

た，果実や花，菜のエキスなどで経済的価値の高い樹木

の植えられた樹木農園は，土壊汚染予防や水質保全のた

めにも役立っている。

家族請負造林計画：希望する世帯は，遊休の林地を利

用して，一定の期間支払契約に基づき，地ごしらえ，植

林，保育管理等をすることができる。そればかりでな

く，種子の採取と保存，苗畑建設，苗木の生産，育苗，

管理保護などの技術指導も参加者に対して行なわれる。

現在，459世帯がこのプロジェクトに従い8カ所で仕事

をしている。

林内占居者対策：林内居住者は，移動膿耕（カインギ
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ン）を行なわずとも自営農民になることができる。とい

うのは移動農民（カインギネロス）に対しては定住セン

ターに移住させ,彼らに最大7haの土地を1年間(毎年

更新できる）保有し，開発する特典を与えるという許可

証が与えられるからである。この制度は，貧困で土地を

持たない個人や土蒲の山林占拠者による不法な森林利用

を減少させることになった。6月現在で，すでに3,709

世帯がこの計画の恩恵に浴した。

7）共同造林プロジェクト

政府機関：地方自治社会開発省，農林省，教育文化

省，国防省など種々の政府機関は各々の職員に命じて，

休日祭日などを利用して木を植えさせることで，この植

林活動に参加している。

民間分野：伐採権所有者，草地借地人，その他種々の

造林計画の関係者たちは，伐木のたびごとに，苗木を植

えることで森林の保謹と管理の責任を果たしている。

外国からの援助としてパンタバンガン地区におけるフ

ィリピン.日本の造林技術協力プロジェクト,ASEAN

一ニュージーランド造林プロジェクト，ドイツ相互援助

計画,UNDP多目的利用計画,FAOの技術協力プロ

ジェクトなど，わが国における外国との相互協力計画

は，専門的な林業情報の交換のみならず，資金の提供を

も行なっている。

エネルギー供給プロジェクト：石油危機を契機に，森

林開発局は，エネルギー節約と木材の最適利用を主要目

標とした緊急計･画を立てた。造林や森林保謹事業におい

て労働集約技術が追求されると同時に，木材権．伐木権

所有者たちには，残材やその他の非石油エネルギー資源

を石油の代替として利用するよう要請された。電力のな

い地域においては，樹木熱発電所も開発されなければな

らないだろう。しかし，それは確立した基準に遊づい

て，燃料用人工林の造成可能な用地を認定し調査するこ

とから始められなければならない。

6．問題点と将来

今日，造林計画は，いくつかの難問をかかえている。

その最たるものは，極度に荒廃してしまった林地であ

り，このことは，短期間での全面的な造林の遂行を妨げ

ている。

第二に，森林の保全という点でも困難な仕事がある。

それには，非合法な山林占居者たちを告発し，かつ不法

な伐木業者の起訴を促進すべく現行の林業法を見直して

カインギネロスの定住をはかること，また，さらには山

火事やその他の形態の森林破壊を最小限にくい止めるこ

とも含まれる。

第三に，森林保護に対して市民の関心の弱さがある。

植林や森林保全の仕事には，彼らを種々の林業活動に誘

い込むような指導・教育力泌要とされる。

第四に，森林開発計画に対して与えられるプライオリ

ティが低いため，事業資金が不足していることである。

第五に，長い雨期と乾期というわが国の不安定な気候

条件は,造林用苗木の得苗率の低さの原因となっている。

最後に,国内の襲域によっては,平和と秩序が不安定
であり，このことが全く不可能とはいわないまでも，造

林を大変困難にしている。

7．フィリピン林業の将来

今後，フィリピンが一方ではひっ迫した経済と，また

他方ではしだいに減少しつつある森林資源の保謹という

互いに相いれない問題をかかえながら，資源の開発と補

充，適切な利用と保謹の間の微妙なバランスをとってい

くためには，次に述べる目標を達成していかなければな

らない。

・危機に直面している流域の造林と復旧を促進するこ

と。

・民間分野に対して，エネルギーの代替資源として，ま

た木材をベースとする諸産業のための原材料としての

人工林プランテーションの開発を行なわせるべく，も

っと強力に助成すること。

・森林保全計画の中にもっと活動的に市民を巻き込むこ

と。

・木材および林産物の持続的供給を確保し，同時に生態

学的な均衡を維持できるような森林資源の保謹と管理

を強化すること。

・林地分類を完成すること。

・国立公園，緑地帯，荒野地区，野生生物保謹区を発展

させ維持すること。

･すべての牧草地の開発と管理を促進すること。

・山林に関する法律，条例，規則，規定の実行を強化す

ること。

･農村社会と，より多数の市民の利益につながる方法で

森林開発が行なわれること。

注：1）

2）

3）

‘1）

5）

6）

ジョーンズ法による発布

共和国令第2706号による発布

共和国令第2706号による発布

大統領令第1号，1972年11月1日

指令書423,424

大統領令第1153号
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▲ピアロピエザで保謹されている欧州野牛

特集／1980年代の世界の林業くポーランド＞

多様化する国民の要請に応える
国有林-森林率3割をめざし｡生塵性の向上が課題一

エドワード・ビエンスコ
（世界腿業研究所，ワルシャワ鰹業大学教授）

1．森林面積一所有形態

ポーランドの経済・文化の発展は，何百年も前から，
Prof・Dr・EdWardwieCko

森林と密接に関連して来た。 InstitutfiirWeltlandwirtschaft

l8世紀末，すなわち，ポーランド分割以前は国土の約LandwirtschaftlicheUniv./Polen

43％を森林が占めていた。第二次世界大戦後の1946年積はこの期間に120％増加し，163万3千haとなった。

末には,ポーランドの新国土内の森林面積は647万11aで,1979年末ごろには,約704万1千haが国有林に，残約

それは国土面積の20.8％に当たる。この時以来,森林の156万5千haが，民有林となっている。

他用途への転用はとまり，逆に森林面職の大幅な増大に森林面砿の増大は表・1に示す。民有林は全森林中

成功した。すなわち，生産性の低い農地や荒地への造林18.2％を占めるが，その内訳は91.1％が個人有林，4．6

により，1947～1975年の間に102万9千畑の森林が増％が団体有,3.0%が地方公共団体所有で,1.3%が農業

加し，またかつて農地であったところが自然に森林とな共同組合所有となっている。

ったこともあり，1975年末にはポーランドの森林面稜ポーランドでは，股道脇や農地境界等への樹木の植栽

は208万1千11a,率にして32.2%増加し,855万1千ha も注目に値する。たとえば，ポーランド建国1,000年を

となった。記念して，林地以外に200万本の高木と220万本の潅木

国有林面積（林業省所管）は1947～1975年までにが植えられた。このような植樹連動はその後毎年行なわ

12.1％増大し665万9¥1'aになり，一方民有林の森林而れている。1979年には1,120万本の高木と1,960万本の
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表･1ポーランドの森林面積 (単位:¥ha)

1946 1960 1975 1979

総 面職

国有林

そのうち林業省所管のもの

民 有林

森林率

沁
犯
一
狸
β

４
？
７
０

７
７

２

６
５

４
１
２
３
６

８
３
９
５
。

６
３
１
３
４

０
９
＄
９
２

７
６
６
１

１
↓
口
》
、
ソ
Ｑ
ｕ
負
ｕ

兵
》
１
入
賃
Ｕ
負
Ｕ
。

貝
》
、
プ
兵
〕
／
○
句
塑

８
９
７
，
『
蜂

頁
〕
谷
０
夕
○
１
Ａ

６
１
５
５
５

“
“
”
記
弘

刀
０
７
３
句
二

口
〕
写
ノ
庭
Ｕ
１
▲

＝表｡2齢級区分による国有林面積

齢級区分（％）

II[ⅢⅣVⅥⅦ以上

年 面讃（千ha)
若齢級※
(更新齢級）

1967

1977

２
６
●
●

３
３
１
６

３
－
，
Ｊ
＃

６
６

２
１
●
凸

３
３

25．2

21．9

22．3

21．5

19．7

21．8

１
凸
《
己

と
凸

言
〕
〆
◎

１
１

8．9

10．2

５
４
△
■
由

３
３

2．1

1．9
7

※80年生以上の伐期に達している森林で，収溌と更新が同時に供され，かつその面秋の30%以上が人工
または天然更新される森林，および木材生産目的の観点から森林の稚成の改良が必要とされる若い森林。

潅木が植えられた。

2．林業経営の原則

1949年12月20日制定の法律は,国有林における経営

管理の法的埜礎となっている。

国民経済計画の一環として上記の法律に基づき，国有

林の林業経営は以下の目標を達成するように努力してい

る。

①木材および林業副産物に対する，現在および将来

にわたっての国民経済の需要に応えるため木材生産

の保続を維持すること

②森林の生産力の増強

③気候，水資源，国民の健康や文化に対する森林の

公益的|幾能の強化

国有林の林業経営は,営林署ごとに立てられた施業計

画に基づいて行なわれている。齢級区分による国有林の

稲成を，表･2に，また樹種による国有林の構成を表・3

に示す。

1955年,国有林においては森林を2つの種類に区分す

ることが決定された。第1のカテゴリーの森林面積は，

1979年末現在で165万9,500haである。その施業は,特

に森林の有する国土保全等の保全磯能の改善とその持続

的な確保に貴するように行なわれることとなっている。

第2のカテゴリーには，他のすべての森林（国立公園や

保謹地域を除く）が属するが，そこでは木材生産および

特川林産物の生座が主たる課題となっている。

表･3樹種別国有林面穣率 (％）

19671977

針莱樹

マツ，カラマッ

オウシュウカラマツ

モミ，アメリカマツ

広葉樹

カシ，トネリコ，モミジ
ニレ，ポダイジュ

プナ

シデ

シラカバ，ニセァカシァ

ハンノキ

ハコヤナギ，ポプラ，ヤナギ

２
５
３
４
８

９
■
ｅ
●
由

２
２
７
２
７

８
７
１

811

71．6

7．1

2．4

18．9

5．35．5

８
５
３
４
５

９
０
◆
傘
ａ

３
０
４
３
０

０
４
７
８
５

ｂ
●
●
●
■

４
０
４
３
０

表･4造林面積 (単位千ha)

196019751979

総面菰

人工造林

伐跡地

林間空地，未開発地

荒地，低生産燐農地

天然更新

172．4

167．1

74．6

30．4

62，1

5．3

103．6

1m､4

58．9

23．7

17．8

3．2

102.0

98．3

60．0

21．8

16．5

3．7



1960年の森林および未利用土地の管理に関する法律

は，民有林の施業の原則を明確にしたものであり，同法

律は1973年に改正された。

これと関連して,1972年に施行された，森林および腱

地の保全ならびに二'二地の開懇に関する法律も重要な意味

をもっている。

3．林業施策一林業における労働力

1960,1975,1979年の造林の実績は表・4に示されて

いる。更新の計画が，非常に計画的に実施されている点

がわかる。この場合育種計画も実施されている。これま

でに7,313haの母樹林が選定され，そこから優良な種子

が採取されている。国有林の苗圃は現在3,845恥であ

る。

撫育としては毎年約10万haに対して,間伐・除伐が実

施されている。また，幼齢木に対する保育は毎年約50

万haに対して行なわれている。

“一次的害虫"，特に1979年と1980年に大発生したノ

ンネマイマイガとマントリヤモナガの駆除措澄がとられ

た。

ポーランドでも，工場地帯およびその周辺部で，工場

廃棄物で森林が被害を受けている。被害面積は,1971年

で23万9,000ha,1979年で38万8,000haに及んでい

る。

当該地域では林分の樹種等の構成を転換することでこ

れに対処している。

森林の生産力増強のため，1979年には約17万8,300

h甑の湿地に対し，排水等の土地改良が行なわれた。ま

た，林地に対する無嬢質の施肥も1966年以来実施され

ている。1966年には12,000haの林地施肥が行なわれ，

1975年には199,000ha,1979年には122,33311aに施肥

が行なわれた。

周知のごとく，林業の諸作業の機械化は，林業におけ

る技術革新に数えられる。機械化の程度は，いくつかの

作業についてみると1975年および1979年には，次のよ

うな割合になっている。

作業種1975年1979年

地ごしらえ72．274．5

苗床の造成82．792．1

伐木95．699．5

枝払い88．691．7

集材39．250．9

通材88．596．2

林業における諸問題の解決は，労働力とその謎成状況
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表･5林業労働力（単位千人）

年

1960

1975

1979

全従事者数

150.0

149.3

147.3

1979年の職種別林業労働者数は次のとおり（単位千人）

(A)生産グループ.….一般労働者100.6,技師・技術専門

家27.2,管理戯員9.9,その他8.8

[B)生産以外の従事者．…･0.8

に大きく依存している。表･5はポーランドにおける労

働力の状態を示すものである。

4．森林生産一狩猟

ポーランドにおける利用用途別の年間伐採量（1960,

1975,1979年）を表・6に示す。1960年に比して年間伐

採量は著しく増加してきている。

特用林産物では，果実，茸類，樹脂が主なものであ

る。その他，狩猟業も大きな意味をもっている。

国有林では1979年に11,800トンの樹脂が産出され

た｡森林生産の組合CGLFIJの活動により，同年約15,000

トンの果実と1,9001､ンの茸類-1974年には6,300ト

ン－が採取された。

狩猟業により，1979年に1,660頭の雄鹿,31,500頭の

野呂鹿，82,400頭の猪,166,700羽の兎,142,800羽の

雑,38,800羽の山珊が捕殺され,43,700羽の兎,177,100

羽の雄,1,900羽の山鶉が生きたまま捕えられた。

狩猟は，“狩猟および繁殖および若齢動物の保継に関

する法律"に基づいている。この法律は1950年に制定，

施行され，1973年に改正された。

5．レクリエーション一自然保護一国立公園

レクリエーションと観光への国民の要求が増大してい

るため，ポーランドにおいても，この目的に適合する地

域を特定し，適切な方法で管理されることが必要となっ

てきた。たとえば，北部シュレージェン地方のゴルニ

イ・スラスク付近の国有林約32,500haの観光目的の保

護林地域，ワルシャワ付近のレクリエーションおよび観

光目的用の約31,000haの森林が挙げられる。

ポーランド自然保謹国家評議会が作成した環境保護椛

想のなかでは,観光目的用保護地域として国土の19.6％

にあたる61,000km2をあてる計画となっている。この

地域内では，工業の立地は禁止されており，この地域に

79の風致公園（而磯9,758km2)をつくる計画になって

いる。このような公園がすでにグダニスクの沿岸地域で
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表o6伐採量 (千m3)

区 分 1960 1979(内国有林）1975

晶鍋
小轡 戯

材

fl･蕊樹材

製材

坑木

パルプ等材

薪炭材

広葉樹材

製材

パルプ等材

薪炭材

の他（国有林のみ）

９
５
８
０
９
３
１
７
８
３
７
４

２
９
５
５
３
６
３
３
２
８
４
３

６
８
５
８
１
８
８
３
８
つ
』
７
７

《
り
９
９
ｐ
Ｉ
９

７

１

８
５
３
７
２
１
２
２

１
１
！

(20,5131)

(19,062)

(15,336)

（8,357）

(1,781)

（3,66の

(591)

（3,726）

(1,350)

(902)

（657）

(1,430)

24，199

21,820

17,706

10,168

2,175

30319

763

4,114

1，523
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表．7国立公園と保護区

1960 1975 1979

国 立公園

箇所数

総面積(ha)

林業省管轄面稜
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あるスヴァルキー，ゴプロゼー，ヴィグリーゼーその他

の地域で208,194haの土地につくられている。

1949年の“自然保誠に関する法律"の原則に基づいて，

すでに並べた，森林の保謹区域，すなわち国立公園や他

の保識区は特別に規制されている。1979年12月31日現

在，ポーランドの13の国立公園の面積は,116,810haの

面稜となっている。これは国土の0.4％に当たり，その

68.3％に当たる79,810haは森林である。

1980年にはロットチャニスキー自然公園の面職が

4,865haから6,802haに拡大された。そのうえ,1980年

8月8日の閣議決定により,5,908.4haの面稜をもつゴ

ルチャンスキー公園が，南ポーランドに1981年1月1

日をもって指定されることになっている。さらにポーラ

ンドには，総而職72,5091'aの735の自然の保懲区域が

あり，そのうち15,676haは森林の保謹区域である。

表･7は1960以来の伸展を明らかにしている。

保謹区域の数は，1990年には950に増え，而職97,400

haになる計画であり，これは国土面職の0.31%に当た

る。

国立公園や保護区のほかに，個々 の樹木，樹木群，並

木，岩石群，洞穴などの天然記念物がある。

個々の動植物の保護も，自然保謹の一環である。これ

は1957年の林業木材工業大臣の決定に基づく，“絶滅の

おそれがありかつ稀少種の植物の保謹令”によって，ま

た1952年に発令され後に補足された"動物保謹令”によ

って実施された。自然に生息している各種の動物は"狩

猟動物の繁殖および保謹に関する法律"に基づいて，特

に休猟期を設けて保護されている。ポーランドでは,124

職の野生植物と384種の野生動物が細い点まで厳しく保

縦されている。



動物保謹の点では，欧州野牛の再定着は特別な意味を

もっている。その飼育は1929年にビアロビエザの原始

林で始まった。このことは，この種属の生存に対する大

きな助けとなった。1952年からビアロビエザでは,猟区

内での野牛の自由飼育が実行されている。

1979年来，ポーランドには545頭の野牛がいて,その

なかの219頭はビアロビエザの原始林で生きのびたもの

である。概錦報告によると，1979年,世界に2,100頭の

野牛が生存していた。1946～1978年にポーランドから

202頭の飼育された野牛が輸出された。

6．林野行政機構

ポーランドの林業は，林業・木材工業省の管轄下にあ

り，その下に7つの組織と4つの特別組織がある。林野

行政機織内の最終変更後の現在の組織は次のようであ

る。

ポーランド国有林の中央機関は，国有林中央管理局で

あり，この下に10の管区国有林管理局がある。国有林

の経営管理の韮本的組織単位は営林署である。1980年

初めには376の営林署があった。1営林署の平均管理而

積は約23,70011aである。これらの営林署を補完する組

織として次のものが設けられている。

貯木場34カ所

組立て，修理事業所23カ所

連材事業所23カ所

以上のほかに，国家林野行政機構の枠内に次の組織が

ある。森林研究所，施業計画および測地部，国有林研究

企画部，林業機械補給事業所，林業関係車両修理所等で

ある。

7．森林に関する研究

ポーランドの森林研究の中心はワルシャワの森林研究

所である。そこでは600人以上が勤務しており，そのう

ち約160人が科学者，260人が技師と技術家である。こ

の研究所は独自の野外観測所網を持ち，ワルシ､1，ワ近く

のセコチンには，教育センターを備えた実験部をもって

いる。この研究所の活動は，単年計画と数年計画に基づ

いている。学術的，実務的にみた林業のさし迫った技術

開発の必要性の観点から現在の研究テーマのなかで，特

に次に述べるものが，そのための鍵として考えられた。

『森林の多目的利用の推進と，森林生産物の最適利用』

である。

この問題には次のテーマが含まれている。

①森林の潜在生産力

②優良樹種の選定や人工造林地等において早生樹種を
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用いて造林することを通じ，木材生産を増大させるこ

と

③工業廃棄物の被害の危険のある地域での樹種等の転

換，保育および森林保護に関する手法の改善および被

害林地の復旧改良

④環境形成や環境保謹における森林の役割を明らかに

すること

⑤土地利用計画における森林の効果的利用のための手

法

これらの研究活動の結果は，次のようなことに資する。

①林業の長期的計画の改訂を行なうための基礎資料を

得ること

②土地利用計画をも勘案した各地域における森林の役

割の評価のための基準の確定

③種々の異なった森林にそれぞれ適合する原則の再検

討とレクリエーションおよび観光に対する森林の高度

な利用

④水需給の調整・改善のための個々の森林の高度利用

⑤全国および個々の地域別の最適の森林率を誘導する

こと

⑥森林保護の改善，特に森林害虫駆除と森林火災の防

止のための総合的改善策

ポーランドでは，森林研究所が中心となって森林研究

活動の調整を行なっている。この活動には，農業大学，

ワルシャワ，トルンやルブリン等の総合大学，ポーラン

ド科学研究センター，林業・木材工業省研究所，その他

の研究機関および林業・木材工業省に関連する他の省庁

が参加している。

当面の研究計画では，相互経済援助委員会R.G.Wに

所属する林業研究所,R.G.Wの常任農林委員会，プラ

ティスラバの木材総合利用の調盤センター，プシキノの

林業践械化のR､G.W,調整センターの林業研究所の協力

が考慮されている。共同研究活動は，フランスやフィン

ランドの研究所とも次のような分野について進められて

いる。

・ユネスコの研究プログラム「人間と生存領域」

･MABとIUFROの研究活動

ポーランドの林業の当面の主な課題は，次のようにい

える。すなわち，林業の生産性の向上,森林率を30％に

引き上げること，および保全林とレクリエーション森林

の拡大である。

森林保護のための今後の対策も肝要である。
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1980年代以降の日本林業の課題

一一

一畔

1980年代以降の日本林業の課題とは何か。その主な

ものについて，現状における問題点を提出しながら考え

ていく。

1960年代以降のわが国経済の高度成長は都市の急速

な肥大をもたらした。農山村から労働力が都市へ移動

し，工場や住宅が都市に集中し，産業活動は都市を中心

として活発化した。この結果もたらされた現象は，農山

村における労働力の急減，都市部における水需要の急

増，都市人のレクリエーション利用などの休養行動の増

加，都市部内での潔境破壊の進行，工場，宅地，レジャ

ー施設用地への林地転用とそれに伴う地価の高騰などで

あった。さらに，エネルギー革命と称される木炭，薪の

木質エネルギーから石油エネルギーへの転換が,1950年

代の終わりに一挙に生じた結果，農山村の現金収入源で

あった木炭，薪生産は急減し，山村経済の様相を一変さ

せた。以上の側面の概略を素描しておこう。

1．私的林業生産の変貌

わが国における私的林業生産は，主に農家の副業とし

て営まれてきた。森林を所有する個人所有者約256万戸

のうち農家は90％に近く，また農家で所有される森林面

稜は約570万ha(私有林面積の約42%,なお，私有林

1,480万haのほか国有林790万ha,公有林250万haあり，

合計2,520万llaが日本の森林面積である）を占めている

ことから知られるように，農家の林業生産行動の動向は

わが国林業の動向を左右する重要さをもっている。農家

は農閑期を利用して小面砿の造林，下刈り，枝打ち，間

伐を家族労働で行ない，林木を仕立ててきた。娘の結婚

費用とか大病した時の医療費とかの不時の出費にあてる

ための財産として保持していた。2011a未満の所有者が

全体の90数％を占めるわが国の森林所有者のほとんど

がこのような経営のやり方をしていた。農家は農業，林

業の労側力の供給源であった。彼らの主な雇われ先は，

筒井迪夫
（東京大学教授)Dr.MichioTsutsui

Prof.ofTokyoUniv.

Japan

国有林，公有林あるいは大規模の私有林であった。これ

が長く続いた林業生産の形であったが，1960年代から

著しくなった農山村労働力不足の結果，大きく変わって

きている。

農家が自家労力で自己山林の経営を行なう形に代わ

り，多数の私有林を集め，森林組合が中心になって，組

織的，計画的に造林，保育，伐採を行ない，林道を開く

形態が広く行なわれはじめた。国の政策の方向もそれを

推進した。大規棋化の範囲は市町村単位の広さに広が

り，市町村の経済振興の一環として進められる方向も定

着しはじめてきた。過疎化している山村における地域経

済振興を森林を核として進める方向は，木材生産，レク

リエーション，災害防止など森林のもつ諸機能を総合的

に発揮しようとしてきたのが最近の特徴である。これら

多種の森林の職能を適切に，最高度に発揮させることに

より地域経済の発展をはかろうとする方向は，今後もま

すます重要性を増していくと思われる。

2．林業労働力の確保

林業労働力の老齢化と減少傾向は1960年代以降とま

ることなく進行している。造林量も伐採量も減少してい

る。林業生産の継続上，林業労働力の維持・確保は大き

な問題としてある。林業労働力を維持・確保するために

は，人間が山村に定着する方策を講ずることならびに林

業労働者の労働条件の整備（社会補償など）が必要とな

っている。林業労働力の給源が農家であるわが国では，

農家の定着策が林業労側力を確保するうえで重要な意味

をもっている。腿林複合経営の発展策がこれからの課題

として取り上げられている。

3．林地転用の進行と規制の強化

林地が林業経営以外の目的に急速に転用されはじめた

のは1970年前後からであった。ゴルフ場用地や工場用

地，住宅用地，レジャー施設用地として転用されていつ



た。この傾向は都市近郊のみならず，交通の便のよいと

ころならば奥地にまで及んだ。林業生産が負荷できる地

価の限度を超えて林地価格は高騰した。森林所有者のな

かには林業経営よりも林地の転用に心を向ける者も増

え，「林業放棄」の現象が全国的に広がった。木材価絡

の低迷状態が続き，林業収益の低さも改善されぬことも

あって，林業経営に対する魅力は急速に冷えていった。

地価高臘に伴う無秩序な転用に対しては法的な規制が加

えられた。土地の合理的な利用を目的とする「国土利用

計画」も樹てられ，森林利用の方向もこの中の一環に位

置づけられた。国土利用計画の中の森林の役割は今後重

要性を増してこよう。

4．公営による環境保全造林の進展

私的経営の対象としての造林は魅力を失ったけれど

も，公的機関（林業公社，森林開発公団など）による造

林は進んだ。公的機関による造林は国土保全のための森

林などの公益性の高い森林造成が主であった。わが国の

地形，地勢_上の特徴として，夏の台風時には豪雨を伴う

ことも多く，洪水，土砂崩れなどの被害が頻発する。こ

れらの災害を防ぐための保安林の造成は古くから職極的

に進められ，現在では全国森林面積の約3分の1に及ん

でいる。この中でとくに多いのが「水源かん養保安林」

である。水源地域は奥地で林業経営にとっては良い環城

ではない。公営造林は水源地域を主な対象として行なわ

れている。今後も公的機関のはたす役割は大きくなるで

あろう。

5．水源林造成の必要性の増大

水需要は膿業用水のほか都市部を中心として，工業用

水，生活用水としてその量は急増している。この水を確

保することが大きな課題となっている。わが国では都市

部は河川の下流地域に広がる。上流水源森林は水を貯

え，かん義する地域，下流都市部は水を消費する地域と

いうモデルが描かれる。水源地域は都市から遠くはなれ

た山間部にあり，人口が減少している過疎地域である。

水源林の造林，保育を進めることがこれからの大きな課

題となっている。そのためには，過疎山村における林業

労働力の確保が重要となっている。水を蓄えるダムの築

造も進んでいるが，古くから山間部の谷あいや小河川流

域のわずかな平地を求めて住みついてきた住宅や農地や

森林力;水没することにより，多くの社会問題が生まれて

いる。人工ダムの代わりに森林を「緑のダム｣，「自然の

ダム」にしようとする思想も生まれている。奥地水源地

域の森林を盤{iliしていく方向がこのような意味で推進さ
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れている。また下流の水受益者が受益分の一部を上流の

森林造成費用に提供しようとする動きも徐々に広がって

いる。水需給がひっ迫するにつれてこの傾向は強くなろ

う。福岡県では「水源の森基金」が県民全体の負担によ

り作られた。1980年代にはこのような上流と下流との

一体的な関係はよりいっそう緊密化するであろう（流域

共同体関係の進展)。

6．森林レクリエーションの進展

森林を対象とするレクリエーション利用は，ハイキン

グ，キャンプ，山登り，スキーなどを中心に急増してい

る。都市生活の索漠さから逃れ，心身の憩いをもとめ，

自然と一体になろうとする願望は都市人に強い。1978

年の年間レクリエーション人口は延約7億500万人と推

定されている。レクリエーション人口が増えるに伴い，

休養資源としての森林が整備され（自然休謎林,保健林，

レクリエーションの森などの創設)，レクリエーション

設備（キャンプ場，スキー場ハイキングコース等）は

もとより道路，宿泊所なども山村の森林地帯で整備され

ている。自然公園（国立公園，国定公園，都道府県立公

園）のほか，自然休養林，県民の森などの休蕊を目的と

する森林の設置は年を追って多くなっている。

森林レクリエーションの増大に伴い，自然環境の破壊

を防ぐことがこれからの大きな課題となっている。山火

事の防止，自動車の排煙による被害防止，空缶やゴミの

棄却による環境劣悪化の防止などのほか，入込み客の排

泄物処理，河川の水質汚濁の防止なども重要となってい

る。

7．都市林の整備の要求の増大

都市内での環境も悪化している。大気汚染の進行，工

場や住宅地の開発による緑地の減少などが顕著となっ

た。人々は都市の中での緑に飢え，快適な自然環境を求

めるようになった。都市公園や街路樹の整備について関

心が深まってきた。明治百年を記念する森林公園や小規

模な広場が各所で設けられ，都市林は環境保全林や保健

林として活用されている。公園や広場では休養施設や体

育施設が整備され都市人に良い緑の環境を提供する熱意

が全国的にたかまっている。この傾向は今後もよりいっ

そう強くなるであろう。とくに狭い土地に多くの人間が

住む過密都市で(ま，都市防災林やレクリエーション緑地

の必要性は高くなっている。全国の都市では，その大小

を問わず，「都市計画」（地域振興計画）の中に「緑のエ

リア」を設けるものが多くなってきた。このエリアを活

用するのがこれからの課題である。
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8．広葉樹の価値の見直し

木炭や薪などの木質燃料から石油燃料に代わったいわ

ゆる「燃料革命」は，戦後のわが国のドラマティックな

現象であった。1957年の木炭生産量220万トン，1954

年の薪生産獄3.5億束をピークに以後急減し,1967年に

は木炭生産量45万トン，薪生産量9,900万束におちこ

んだ。木炭，薪は主に広葉樹から生産された。利用され

なくなった広葉樹は一時は「邪魔物」視され，放置され

た。1960年代の「拡大造林」はこの天然広葉樹林を人

工針葉樹林に職換した造林であった。1973年の「森林

資源基本計画」では60年後には1,314万haの人工造林

面臓に増大する計画が樹てられた。

拡大造林の推進とともに林道の延長距離も著しく延

び，林業磯械の利用度も高くなり，育種事業も進んだ。

それは日水林業の面目を一新するものであった。しか

し，1970年代後半になると，行き過ぎた拡大造林に対

する反省が生まれ，「適地適木造林」の必要性や「合自

然的技術の適朋」の大切さが強調されはじめた。自然環

境に適合した林業技術を適用することの大切さの認識

は，今後，よりいっそう高くなるであろう。

また古くから家具や造作品として使われていた広葉樹

（ケヤキ，ホオ，トチ，セン，ブナなど）の資源枯渇が

進むにつれて，「広葉樹資源を守る」運動も生まれてき

た。他方，腱山村ではシイタケ，ナメコなどのキノコ類

の生産が多くなり（1977年の乾・生シイタケ生産者数

は20万戸となる)，かつての木炭，薪生産に代位する重

要な嘩業となってきた。クヌギ，ナラ，ブナなどの梢木

の確保が重要となっている。今後，広葉樹は農山村の産

業資源としてますます重要性を加えていくであろう。

9．林業問題の国際化の進展

1960年以降，木材の国内消費量は拡大した（1960年

5,200万m8,1970年1億500万m3,1973年1億2,000

万m3)。国内での木材供給量は需要を満たし得ず，外材

輸入愛も急増した（1960年640万mS,1970年5,700万

m3,1973年7,600万m3)｡1977年には約1"300万m3

の66％が外材で占められた。外材輸入が多くなるに伴

い，生産国の木材生産事惜の影響を強く受けることとな

った。

1977年に輸入された外材は総量4,500万nl3のうち東

南アジアから50%,カナダ・北アメリカから30%,ソ

連邦から20％の麓的割合をもっていた。とくに合板用材

はすべて東南アジア諸国（フィリピン・マレーシア・イ

ンドネシアの3国からの輸入瞳がほとんどである）であ

り，これら諸国の林業政策（素材から製品輸出への転

換，国内木材資源確保のための生産制限等）との関連が

以前にも増して深くなっている。SEALPAの動向に

注目されはじめたのも1970年代の終わりであった。今

後の課題は資源生産国との相互協力のもとに木材輸入を

すすめていく方向が強まるであろう。伐採跡地への造林

投資や環境保全投盗などの協力をすすめながら，これら

諸国からの木材輸入髄を確保するため，技術協力や資金

協力の必要性も間まるであろう。

カナダ,北アメリカ，ソ述邦からの木材輸入量も2,000

万In3を超え，わが国木材座業との結びつきは一段と強

くなっている。こうしてわが国の林業問題は国際諸環境

の中に位過づけられてきている。

10．森林文化の創造

森林は古くから人間との交流を密にしてきた。木材や

キノコを生産し，水を供給して人々の生活を豊かにし，

緑を保持し，美しい風景を創り人々の心や身体の健康を

守り，洪水や土砂崩れの災害から守る働きをしてきた。

この森林の機能をより高めるための森林の取扱いや管理

はこれからもいっそうの重要性を増してきている。

国土総面穣3,700万haのうち約70%が森林で占めら

れているわが国は，また，四囲を海に囲まれた列島であ

る。日本列島の中央を2,000m以上の山岳を含む森林が

広がり，海岸沿いの河川下流に農業，工業，都市が展開

している。南北に長く連なり，亜寒帯から暖帯にわたっ

て広がるわが国は，樹種も豊富である。夏季は20｡Cを

こえる所が多く，雨瞳も些かで，四季折々の林産物も多

く産する。古くから森林を開いて生活してきた人々は，

森林の中で社会をつくり，産業を起こし，生活の基礎を

築いてきた。撫林は古くから身近かな存在であった。

森林と人間との交流からつくりだされた文化現象（森

林文化）は，法制度に，経済組織に，社会慣行に，文芸

に,民俗に，その他あらゆる部面で生まれ，長い日本の

文化の歴史をつくってきたo1980年代以降も,末長く森

林を核として生まれた文化は受け継がれるであろうし，

また新しい文化を創造していくであろう。森林と人間と

の交流の中に生みだされる森林文化を守りかつ育て，日

本文化の発展をはかっていくことが，これからの最大の

我々の課題である。

活力ある森林をつくり，森林がつくる木材や水や緑を

大事にし，豊かで，平和な生活を営めるように行き届い

た管理をしていくことが，1980年以降に生きる人々の

責務である。
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▲特選（農林水産大臣賞） ｢初植」

有田勉
キャノンEF

(倣影場所岩手県川井村区界）

(岩手県宮古市）
70ミリ綾りF111/500ネオパン400
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▲一席（林野長官賞） ｢もちつきの日」

加藤征治（北海道留萌市）
キヤノンF120ミリ綾りF5.61/15トライX
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▲「伐採そして八年」

豊福納（大分市高松）

(左)アサヒペンタックスSV28ミリ
綾りF5.61/30トライX

(右)アサヒペンタックスSV28ミリ

綾りF111/125ネオパン400

撮影場所大分県玖珠郡九重町熊の
墓，大分郡湯布院町水分
峠中間点

二席（日本林業技術協会賞）

(3点）

ー

溌
＆

▲「木出し

高締省
アサヒペンク

1/250

~

剥

(二)」

次（秋田市寺内）
ツクスSP24ミリ絞りF8

ぐ「植林の美」

(石川県能登半島にて。野兎防止策を施した
造林地）
岩田擬甫（長野市桜新町）
ニコンF2フォトミックズームニッコール

80～200ミリ絞りF81/250トライX

一 々一一一一一一一



：‐、鯉
2串.、

－_二

｢鹿のジャンプ」

｢支え」

｢雪晴れ」

1

膨木正照

(北海道標津郡中標津町）

加賀谷妙子

（東京都渋谷区）

佐藤久太郎

（秋田県横手市）
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”豆… 一

三席（日本林業技術協会賞）（5点）

｢山道」

｢もうすぐ炭に」

伊藤武

（長野市稲里）

鴨志田英雄

（岩手県宮古市）

… ~宝一一”一一〃一一一一司
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明治30年（1997年）の森林法制定によって，民有林監督指導に関する

－－応の政策路線が定まり，その前後から大正初期にかけて，民間林業活動

が大いに伸張しましたが，国有林については32年に森林資金特別会計法

が成立し，これを財政基盤とする国有林野特別経営蒋業が開始されて，現

在にも及ぶ大きな成果をあげました。

32ｲには，3年来の議会とのいきさつ（前話）の決算として，国有林野

法と国有土地森林原野下戻法も成立しましたが，これらはいわば国有林の
ちせき

地籍の取扱いについての民間とのかかわりを定めたもので，国有林に事業

体としての実質を付与したのは特別経営事業にほかなりません。これによ

って,それまでは涜職にすぎないような存在だった大小林区署が,事業
官庁としての態勢へ変身をはじめたのであります。ここに至るまで国有林

直轄機織の設置開始から21年，大小林区悩官制からも13年という相当長

い逆のりでした。
てみじか

特別経営事業の内容は，ごく手短にいいますと，不要存置国有林野78万

町歩を逐次処分し，その払下代金（当初予定2,300万円，実績6,000万円）

を資金として，経常の植伐経営費とは別経理で明治32年（1899年）から

大正10年(1921年）までの23年間（当初計mは16年間）施業案の編成を

完成して本格的な森林経営の基本を確立するとともに，無立木地散生地の

造林と林道網の整備を年次計画的に実施しようとするものでありました。

参考のために申しますと，明治32年度の国の一般会計歳出予算額が2

億5,200万円でしたから，2,300万円という額はその10％近くにあたりま

す。それをそのままあてはめて比べるのは問題です力筑，仮に計算すると現

在の国家予算の10％なら4兆円余にもなるわけで,額の大きさの一端がう

かがえるでしょう。おりから日清戦争後しだいにロシアとの雲行きがあや

しくなるころで，その年も国の歳出の約40％が軍事費に向けられていたの

ですから，国有林の経営のためにこのような思い切った財政措置が決断さ

れたということは，大変な出来事だったわけです。そこで，このような画

期的な予算措置はいったいどんな人々の手によって，どんな工夫と苦心を

経て，また，どんな運命にあやつられつつ実現したのかということが本話

の首題であります。

少しさかのぼりますが，30年3月，榎本武揚が足尾鉱毒事件の責任を負

って辞めたあと，前年からの松方内閣に外務大臣として入閣していた大隈

重信が腿商務を兼摂しました。このことは森林法を成立させて一息ついた

ばかりの高橋琢也にとって不運な巡り合わせでありました。高級官僚職へ

党人を登用することを意図していた大隈は早速山林局長のポストにねらい

をつけ，かねてから官林の下戻請願に対して冷たいと評判のあった高橋琢

也をバッサリ首にしました。それは因果を含めて辞表を出させるというよ

うな生ぬるいやり方ではなく，現地調査のために高橋が関西へ出向いてい

た出張先への電報で非職を命じたのであります。苦心して通した森林法が

まだ施行にもなっていない30年の8月のことでありました。金子堅太郎

次官がいればこれほどのむちやはさせなかったかもしれませんが，彼もす

でに去って，高橋の有力な庇護者は省内にいなくなっていました。顧みれ

ば高橋は思いがけい事情で山林局入りし(第五話),大小林区署官制と森

｜
物
語
林
政
史
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話
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果
断
の
コ
ン
ビ
で
開
い
た
特
別
経
営

明
治
三
１
１
三
十
二
年

ｌ
山
番
所
か
ら
事
業
体
へ
の
道
Ｉ

可



45

林法の制定という大きな足跡を残してあたかも彗星のように消え去り，そ注l:国有林の施薬案は大正
2年までに脇蝋部などのほか

の後中央の林政に影響を及ぼすような仕事には関係しませんでした。 は編成を完了し，大正3年に

こ§麓罐麓駕駕懸蜜瀦鰈雛縫灘撫繍
7,8,9,10代の山林局長は,おりからの隈板内閣成立と崩壊までの政治諾瀦織開淵
の不安定期をそのまま反映していずれも数カ月で交替した後（膿商務大臣を上まわっていた。

も大隈兼摂の後1年間に4人),31年11月の第2次山縣内閣に至ってよう注2：明治32年度の農商務
やく安定し，曽根荒助腱商務大臣のもとで第11代局長に原保太郎が就任省一般会計歳出予算は672万

して,38年3月まで6年半近く在任しました｡この原が就任早々に国有鼎諦鍛譲墨鯛
林野特別経営事業の企而を局案として決定したのでありますが，後述する58万円が含まれており,この

彼の人柄が,技術者の能力を十分に発揮させるという大きな役割を果たし蕊鶏瀦鰯癌
ました。万円である。なお，明治33

さて一方,特別経営縦の原動力と癒った村田重治は,第十一話のよう譜謡鮒繊蝋
ないきさつで宮城大林区署長に出て,29年の秋に熊本に転じていました篭鐵驍：鯉協懇
が!,30年9月に森林監督官として山林局に復帰しました。27年に宮城へである。（日本経済統計総覧，

出た時と今度と，2度とも高橋といれちがいになったわけです。積み残し朝日新I1Mtt)
の林野二法の議会対策などからして，高橋が去れば村田を復帰させるのは注3：帆治29年9月の第二

誰が見ても当然と患われるほど彼の実力が評緬されていたわけですから,綴鰄搬欝識
無理のない人事ではありました。内閣といい，30年12月の第

しかしながら,先の高橋の非職を含めて,その蔭に中村弥六の動きがあ藷鰯蝿聯溌＆
ったという推測も，次の諸点から見ますと非常に確度が溌いようです。第旧進歩派の大隈と1日自由派の

一は森林法成立の嬢後の場而が残したしこり｡第二は30年10月の大日本綴購繍寵駕
山林会の例会で中村が農商務兼摂の大隈をべタ褒めした恩わせぶりな演れたが,党分裂で同年10月

説,第三は中村が3'年,隈板内閣の有名な党人猟官の'人として司法次謡離轆鰯二次山縣内卿
官（当時政務次官の制度はなかった）に任命されるほど大隈との政治的脈

絡を生じていたこと,第四は32年第13議会の森林資金特別会計法の審議巽磯徽漂鮭
で，職歴等からは賛成しそうな貴族院の武届守正が反対に動いたこと，身分のままで各省の次官,局

長，府県知事などに任命する
等々であります。 もので，当時大阪毎日新聞主

いずれにしましても，品川弥二郎が種子を蒔いて，20年来続いてきた銀だった原敬は｢代議士が

林政人脈のさやあて劇(第五話)は,32年の特別経営事業の成立を以て幕鰯辮罐砿獣
を閉じたものとみてよいでありましょう｡そしてその閉幕が,林政に関す難瀧謬鯉鞭
るいわゆる大久保路線（第二話）制度化のおよその完了と同時であるとい…｣と紙上で冷笑した｡(歴代

うことは,まさに肌治という時代の特徴を物語っているように恩われま欝職蠣鴎翻
す。このあたりからは，しだいに新しい林政の担い手が育って来てその活日記に「馴喧盛んに起る」と

躍の時代に入るのであります｡たとえば,村田にと｡て,中村は尊敬おく能謎離澱,灘,鴇
わぬ恩師でありましたが，決して身をよせるボスではありませんでした。25）

さて，村田はこのような時に山林局に復帰しましたが，明くる31年と

いう年は先述のような政情不安定で，議会で法律審議のできるような状態

ではなく，いきおい懸案の林野二法も上程見送りとなって32年に持ち越

しました。しかし，この1年間の猶予が，村田にとって，特別経営事業の
■●

傘画孝練り上げる貴重な期間となりました｡特別経営事業は始めからつい林政総合調査研究所理事長

ていたようであります。“十四話続く）手束平三郎

も
の
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京都嵐山の清澄な水と空気は後方森林のみが生み出しているのではな

い。橋などの人工椛造物にも意を注ぐといった歴史的文化的風土の中
からも生み出されているのではないだろうか。

ことわ 生態学
22山紫水明

信州大学理学部教授

只木良也

山あいの古株，何十年も経ったものらし

く，風雨にさらされて樹皮はなく，切口はま

っ黒，年輪も秋材だけが浮いて見えます。何

の木だろうか，スギかなヒノキかな，鉈で削

ってみるとどうでしょう，白い木肌が現われ

ただけでなく，それに鼻を近づけるとプンと

香りを感じました。まぎれもなくヒノキでし

た。

法隆寺に使われていたヒノキの材は，表面

は古びていても，ちょっと削ればやはり白い

肌に特有の芳香を放つそうです。1400年を

経た香りとでもいいましょうか。

焚いて楽しむお香，その材料は樹木です。

沈香（伽羅）は熱帯産のヂンチョウゲ，椴香

は東インドやオーストラリア原産のビャクラ

ンであって，ともに香木の代表選手です。

「双葉より芳し」のセンダンはこのビャクダ

ンのこととか。これら香木の香りは，なにも

焚いてはじめて香るものではなく，その生体

からもよく匂います。

独特の香りを持つ樹木はたくさんありま

す。クロモジやミズメなどの例はいうにおよ

ばず，匂いも樹木識別の重要な因子となって

いるほどですが，特殊な樹木をあげるまでも

なく，森林にはそれ自体特有の匂いがありま

す。木々や下草の花の香り，枯葉の匂い，土

の匂いももちろん森林の匂いを作り出します

が，樹体自身から発散する特有の匂いも忘れ

られません。森林の香気とでもいいましょう

か。

木からの発散物に香気があるからには，何

か特殊な物質を含んでいるにちがいありませ

ん。その主体がテルペン類であることはわか

っています。テルペン類は，広く植物の糟油

に含まれている有機化合物で，とくに珍しく

もなく，またその濃度も10億分の1のオー

ダというごくわずかなものとのことです。

ところが，このわずかなテルペンはただ匂

うだけでなく，ある種の殺菌作用を持ってお

り，それが人体内に入ると，たとえば腸内の

病原菌を殺すというような働きをするようで

す。なるほど，昔からサクラ餅，カシワ餅，

綜（ちまき)，ホウ葉餅など，植物の葉は食

品を包むのによく使われていますが，これは



47

’
さて，わが国でも中国の流れをくんで「青

山」はよく使われますが，さらにぴったりと

表現した色，それが紫ではないでしょうか。

わが固のように空中湿度の高いところでは，

緑の森の遠望はぼうっとかすんで紫に見えや

すいのです。

山紫水明，ここでいう山はもちろん岩山で

もなければ禿山でもありません。森林のおお

う山，あるいは山をおおう森林の意味である

のは当然のことです。そして，それからのブ

ルーヘイズは紫と表現されているわけです。

森林におおわれた山から流れ出す水は美し

く清らかです。森緋が作り出す山肌の紫に，

澄んだ水影のはっきりと見えるさま，これが

山紫水明です。山水の風光の清くうるわしい

ことをじつに端的に見事に表わした言葉です

が，その景色を作り出してくれるもの，それ

が森林なのです。紫という表現に，昔の人の

自然に対する鋭く繊細な感受性が読みとれま

す。

山と水は，日本の代表的風景であり，日本

人のもっとも好む風景であるようです。正月

こそ日の出や松に鶴の掛軸が幅をきかせます

が，山水の軸はオールシーズン，代表的テー

マです。かつて小規模ながら「好きな景色」

をアンケート湖査したことがありますが，山

の眺望」と「渓谷の美」はともにトップ人

気，総合的にみて山と河川湖沼など，まさに

山水の美を好む人が圧倒的に多かったのでし

た2)。

n本の風最地の代表である国立公園27カ

所の代表的風最を，代表的洋画家78人が描

いた作品を解析した水田氏3)によれば，78作

品中86影に樹木や森林が，また65％に水が

描かれていたといいます。もっとも，最大の

出現頻度をもつものは空94％でしたが。し

かし，画面の中に占める面積比率は，全作品

を通じて森林が最高で27％，つづいて空23

％，水18％となっていました。また，日本

画の泰斗東山魁夷画伯の戦後の67作品での

同様の解析では,その84影の作品に森林や樹

木，48％に水が登場し，画面の中の面積率で

は森林46影，水17％におよんだのでした。

植物の香りを味わうだけでなく，その殺菌作

用の利用でもあったわけです。赤飯やおはぎ

に添えられるナンテンの葉も，腐りやすい小

豆食品の毒消しであって，食中毒という「難

を唯ずる」ところからナンテンの名が生まれ

たと聞いたことがあります。

さらに最近は，その芳香を持った揮散物質

の性質が人体を適当に刺激して，タンを静め

たり，排尿をうながしたりなどの薬効ありと

いうことが注目を集めています。森の香気に

よる快感は，聖普をはじめいろいろな古い書

物にも見られるところですが，香気は気分の

良さを感じさせるだけでなく，実際に身体に

働きかけて保健的に効用があるもののようで

す。わが国では，このことについての研究は

始まってまだロが浅く，わが国の樹木の香気

についての実態が調べられている段階です

が，早くからこの森林の側きに注目したソ連

では，治縦保健施設での循環系の疾患治療に

利用しようとし，西欧諸国でも森林療養地を

設ける動きも見られます')。

ところで，この森林から立ちのぼる香気

は，ときには青いもやとなって目にふれま

す。マルチ写莫にも見事に捉えられて分析さ

れていますが，緑の山々が青くかすんで見え

るのは誰しも経験のあるところでしょう。そ

の青いもや，あるいは青いかすみはじつは山

の樹々から発する気体の色だということで

す。山のかすみが健康に良いならば，それを

食っている仙人が不老長寿であることは間違

いありますまい。

世界最初の宇宙飛行士ガガーリンは「地球

は青かった」の名言を残しました。この青さ

も，森林をはじめとする地上の植物からの揮

散物質の色が目に映じたもののようです。地

球上には，ブルーヘイズ（青いもや），ブラ

ウンヘイズ（褐色のもや）がありますが，青

いもやは森林の多い地帯から，褐色のもやは

砂漠地帯から発しています。中国の古詩に

「青山」はよく登場しますし，世界のあちこ

ちに「ブルーマウンテン」があります。ジャ

マイカのブルーマウンテンはコーヒーで有名

ですが，ジャマイカというのは"水と木の国”

という意味だそうです。

1）トーキン・神山恵

三『植物の不思議な

カーフィI､ンチッ

ド』諦談社，1980．

今Id1はこの水から

多く引用。

2）只木良也編著『み

どり－緑地環境

論』共立出版,1981.

3）上記2）より数値

をあげると，つぎの

とおり。
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冬の日は短い。オイルヒーターで

やっと車内の暖さが保たれていたの

が，陽が落ちると急に寒くなった。

陽光がこうも効いているものかと，

あらためて思いしらされたときであ

った。白く悩われてしまった耕地と

耕地を境して，また耕地にもならぬ

ところには，シラカンバの林があっ

た。白すぎる樹肌は，冬という白い

季節のなかで，寒々と見えた。ほん

のわずかばかり，ベージュを混じえ

た白い肌のダケカンバのほうが，む

しろ暖く見えてしまう。

真っすぐな道が,川を渡り,山際に

よるとシラカンバ林はなくなって，

ダケカンバの‘林へ変わってしまう。

白金温泉の近いしるしであった。

今でこそ温泉まで，アスファルトの

舗装道路になってしまったが，その

ころは砂利道であった。しかし，雪

の季節は，よく除雪された圧雪道路

となって，ひょっとするとここは舗

装道略なのではないかと思えるほ

ど，滑らかに車は走った。

終点，白金温泉であった。ドアが

あくと冷い空気が一挙に車内へ入り

込む。“さむ－ィ／"のはあたりまえ

であるのに，やはり声に出してしま

う。

美瑛岳も，十勝岳も，そしてその

白いはずの噴煙も蕎薇色に染まって

いた。群青の空のもとこれは鮮かす

ぎる対比だ／寒さを忘れて，とい

えば嘘になる。寒いのをこらえて，

ガタガタふるえながら，その姿に魅

鱗｡総総鰯人

せられつづけた。蕎薇色の山は少し

ずつ，しかもいそいで，頂へ，より

高い頂へと小さくなっていった。そ

して，十勝岳の肩に月が昇った。ド

ラマのピリオド。

昨日のあのすばらしい天気はどこ

ぞへ行ってしまったのか？風が吹

いていた。バスは望岳台まで行くと

いう。何も見えやしない。雪は降っ

ているわけではないのに，風が糟っ

た雪をはがし，砕き，吹き上げた。

そして雲の中であった。バスが通え

るのだから，どうっていうことある

まいと，望岳台まできたのだが，

“･･…これから登るんですかﾌ･…

･･･，あんたたちだけだよ…･,'“こ

のバスおりるんだから，戻ったら

ァ？．……”

限られた日数のなかで，せっかく

計画したスケジュールはこわしたく

ないしという思いが，やはり優先し

た。むかし，むかしの山岳部よォ，

通いなれた道じゃねェかァ，行くべ

え…・山好きの女の子6名と，世

帯やつれした山岳部OB4名の総括

的結論であった。

“吹かれるゾォ･…．．，覚悟してお

けよ･･…”

シールが貼ってあるのに，ちっと

も効かない。テカテカのアイスバー

ンであった。おととい雨が降ったの

だという。それにこの寒波だ。粉雪

フカフカであるわけがない。岩角や

ミヤマハンノキに発達するエビのし

っぽ。あまりにも歩きにくいので，

スキーを脱いだら，とたんに振んで

しまった。アイゼンつけるのもしゃ

くにさわるし，つぼ足で歩けばこの

とおりだ。雪の溜っている所から所

へ，ジグザグに進んだ。ブリザー

ド／

風は止むことなく，常に吹きまく

った。風をさけて休む所とてないこ

の泥流/10名が万事休すことのな

いように，それのみが気がかりであ

った。氷の面を流れる風雪の紋様，

体がとまっているはずなのに，動い

ている錯覚におちいる。前を歩いて

いる奴に，声を張りあげてもとどか

ないし，かけられてもまた聞えるは

ずがない。フードは，前方がほんの

わずか見えるだけにしぼってあるの

だが，風に顔をむけるとこれは悲劇

であった。時間だけが遠慮なく過ぎ

ていった。距離のかせげぬ割に腹が

へった。泥流から一歩でも早く森林

帯へ逃げ込みたいのだけど，目的地

は遠かった。

風と雪が荒れ狂う泥流にも，ほん

の少しばかりの雪庇が発達する凹地

がある。見通しがよい日であれば，

その最良の場所を探すことだってで

きるのに，見えない日は不運という

よりいいようがない。ザックを開い

て何か食おうと思うのだけど，その

たびにザックの中が真っ白になって

しまい，食うことすら骨が折れた。

長い長い道のりであった。かすか

に黒く，長く，かなたに見えるのが，

あのなつかしいアカエゾマツの森林

鮫島惇一郎
(林業試験場北海道支場）

十勝岳



であることを確め得たとき，脱した

という感慨が体をかけめぐり，急に

力が抜けてしまった。疲れた／

“良かったγ････万事休でなく

て･･･…”

引きつった顔という顔に，安堵の

色が戻る……。暗くなった空間にな

お黒く立ちならぶアカエゾマツの

林。そのなかにあって，笑い声がや

っとあふれた。そして腹がへった。

“モヤくれ／･･･…"煙草がうまいと

いうのは，こういうときをいうのか

もしれぬ。白銀荘から昇る煙りのに

おいが，かすかに流れてくる。暖か

い火がそこに待っているにちがいな

い。天国への階段というべきであろ

うか？

どういうわけか，ふたたびI暖気で

あった。朝から降りつもる雪は大き

な牡丹雪であった。風がなかったか

ら，大きいくせに灰色の空から真っ

すぐに雪は降った。三段山の上段あ

たりまで，うちそろって行ったが，

あまり面白くなかった。

“十勝のくせしやがって，ベタ雪

なんて．…．．”

頭のなかにあるのは，転んでも煙

のあがる粉雪であった。雪印バター

というのがあって，いつか転じて，

-|‐勝の雪を，バター印の雪と呼んだ

が，これはうまいことをいったもの

だと思う。

降りしきる牡丹雪に，すっかり濡

れてしまって，小屋に引き上げるこ

とになった。深くてどっしりとした

雪は，技術以上の技術を要求し，手

に負えなかった。豪快？に滑ろう

なんてことは望んでも望み得ず，バ

ッタバッタと渦･っては堀び，転んで

はまた滑った。無残というより表現

しようがない。

かつて，ぬるいと文句をたれてい

た吹上温泉のさしかけの小屋も失わ

れ，その部分だけ雪がとけ，その存

在はまだ残されていた。思ったほど

洲･ったわけでもないのに，腹がへっ

たし，また心よい疲れがあった。

ll断くなっても,ll#いなりに雪は白

く，雪の降る音がつづいていた。

“あのう“･･，災は7．．．…･夕方ま

でに戻るといってでかけた高校生が

まだ戻ってこないんですが，どう

したらいいでしょう？…”“ええ

っ／まだ戻ってないの"もう8時

であった。小崖の伽にある鐘をたた

いてもただその音がアカエゾマツの

林に吸い込まれるだけ。{ijの気配す

らない。呼んでも答えはない。どう

なったのか。

“もう少し待ってみるか／帰っ

てこなければ，さがしに行くべ／”

結局探しに行くことになった。た

んねんに身ごしらえして，食いもの

と熱い飲みものも。

“大丈夫？．…．．”

“大丈夫／大丈夫／悪いけど

サ，風呂だけわかしててくんない？

冷え込んじゃうからサ･…･･”

女の子たちを残して，野郎ども4

名の出発であった。

1日中降りどおしの雪だ。高校生

が登ったであろうスプールは，ある

ようなないような。林立するアカエ

ゾマッの聯林の巾では，ヘッドラン

プもまことに戦りなかった。どこか

に人影らしいものがあるのではない

かとも，うずくまっていやしないか

とも…･･･・眼だけはしっかりと開い

ていなければならなかった。

アカエゾマツ林を抜けてしまうと

ダケカソバの疎林であった。

“もう崖尾根じゃないか／野郎

どこサ，行つちまったんだく…･”

“崖尾根越してみるか？ここま

49

十勝岳のアカエゾマツ林。学術考証林と

して昭和25年ごろ指定されていたが，
その後どうなったことか。30mを越す大

木も多かったが。

で来たんだから……”

崖尾根のむこうには小さな温泉が

ある。十勝岳温泉といった。通いな

れた二本松へ，といっても夜は結構

時間を食ってしまった。そして，十
ざ署

勝岳温泉にスキーを脱いだ。祈る気

持であった。

いたのである／

“だめじやねえかシ／心配させ

やがってエ／･･･…”

“来るんなら来るっていつとけ.／

山のイロハはだγ､…・
”

何はともあれ，よかったあという

のが，一I剛の感慨であった。

“凝るべえ′スプールのなくな

らないうちに．….”

四転八倒しながら白銀荘へ｡12時

をすぎていた。寒かろうと，心をこ

めて沸かした風呂は熱湯となってい

た。雪の固りを女の子が運んでくれ

たが，なかなか冷えるものではなか

った。鱸しい熱湯であった。

あの高校生，どこで何をしている

のかとふと思い出すことがある。

（次回は岡村紘氏が担当します）
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理事長猪野曠

専務理事小畠俊吉

常務理事尾崎克幸大福喜子男大矢寿
栗原浩神足勝浩塩島厚一

辻良四郎中村英碩滑川常男
弘田尊勇光本政光梶山正之

烏俊雄

理事新岡好栄佐々木益人石田基隆
加藤正義川名明谷井俊男
筒井辿夫尾長克紀人見啓治
大'1方英雄宇田定統幟田英雄
桑山秀夫宮下安雄山田茂夫

田ノ本栄
監事五十嵐英一新庄稔

顧問福森友久坂口勝美蓑輪満夫
小田精

職員一同

一…､…ハ…、"…､……

記念出版，功労蓄への感謝状贈呈

5.人猶関係について

○名誉会員片山茂樹氏昭和55年10

ノ19日死去

○松川顧問(元日林協理事長）12月

1111老衰のため目宅で死去。協

会罪を昭和56年1月9日青山葬

儀所で行なう。

○坂口顧問が秋の叙勲で勲3等瑞宝

章を受章。

6.IUFROについて理事長の説明

7.林業技士関係について理事長の説

Iﾘ1

8.学術会議に朧せんした小関，川

名，松井，松木の各氏は全員当選

した。

9その他

日時：11〃5日12時より

場所:n林協会議筌

III席者：林野庁計画課，治山課担

当者外30名

|協会両弓ごき’

◎常務理事会

昭和55年度第3回常務､邸会を

つぎのとおり|淵催した。

期日：昭和55年12ﾉ116口

場所：水会5階会議室

出席者：猪野，小畠，島，尾崎，

大矢，栗原，神足，塩脇，辻，柵川，

光本，宮ド，山田，（顧問）坂口，蕊

輪，小田，（慌事）弧|･嵐，（参与）

林野庁計画，業務，造林，治山，研

究普及，林道各課長および代理。

猪野理事長挨拶ののちつぎの議案
を審議し承認を得た。

議案

1.昭和55年度業務内春の見通しに

ついて

端野理事長より1群細説IMI

2.昭和56年度会没の改定について

一般会愛現江の2,500円から

3,000円に,終身会員(新設)30,000

円

3.支部活動補助金

56年度から増額する

4.60年記念行事について

◎講師派遣

依頼先：東京股工大学

識師：梶山常務理蝋

内容：醗境林について

期日：12月9日

IIM和56年1月10日発行

林業技術

鯏466号

編災発行人猪野｜脳

印刷所株式会社太平社
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◎調査部の会議

1.小規模林地開発行為実態調査委員

会をつぎのとおり|淵催した。

I111#:11jl12日14時より

場所：日林協会議室

出席者：林野庁横山課長補佐外6

名

2.流域管理計画調査委員会をつぎの

とおり開催した。
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謹賀新年

‘を利用Ⅸ
明日へのびる鬮有林活力ある森林づくりに

努めています。

昭和56年元 日一

北 海道営林局
札幌市中央区北二条西一丁目

謹賀新年

山づくりは、とても長い道のりです｡森

林を育てる愛情と技術で、自然を生か

した活力ある森林の造成につとめます。

北鱸”



謹賀新年
豊かな明日を願って

自然の曲をより豊かに

活力ある森林を育てる

帯広営林支局

080帯広市東8条南13丁目

謹賀新年

⑭
明日へのびる国有林

旭川営林支局
旭川市神楽4条5丁目419

電話㈹（0166）61-1271

F一句〒042函館市駒場町4番9号ﾐﾏｦー ｦ

TELO138(51)8111



謹賀新年 昭和56年元旦

地域林業の中核として国有林経営を進めます。

より一層のご支援をお願いいたします。

日本の緑･国有林

青森営林局

局長相馬昭男

青森市柳川2丁目1－1

迦 永建
築
材
か
ら

民
芸
品
ま
で

広
く
利
用
さ
れ
て
い
る

秋
田
ス
ギ
を

今
年
も

ど
う
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ろ
し
く

⑭秋田営林局
燦は友だち,国有林

秋田市中通五

念0188



風致を重視した人工林施業
一三木材生産と保健休養との調和一

蝿

l3
画

ｕ
恥

声

日本の緑・国有林

i 東京営林局
豚

關
詞
魁
噂
”
巴
乱
電
調
東京都品川区上大崎2－24－6
TEL(03)492-9151

長伐期二段林による常緑施業
(明論の.熊，崗尾国定公|刺内高尾山|鄭ｲi林）



’

緑を育て緑を守る
－明日へのびる国有林一

(カラマツ人工林）

1981年正月

日本の緑・国有林

長野営林局
長野市栗田715－5
TEL(0262)26-1211

山に、まちに豊かな緑

名古屋営林局I
名古屋市中区三の丸二丁目6－1
〒460TEL052.951-6121



1

明日へのびる｡国有林
豊かな緑きよらかな水

安らぎの環境をつくる

明日へのびる。国有林

大 阪営林局
大阪市東区法円坂町6-20
TELO6-943-6711

香りとうるおいのある

住まいに国産材を
一四国の国有林材をご利用ください

ヒノキ･スギ°モミ･ツガ

スギ・ヒノキ間伐材の活用もどうぞ

◆

⑭ 高知営林局
緑は友だち・国有林 高知市丸ノ内1－3－30
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■■■■■森林と水

みどりの造成

熊本営林局
一＆－ご冗皿・号1戸0F~－o己－｡

苛白＆ﾛ●Ⅱ■～、・宇却P。■一句

｜財団法人土井林学振興会
会長有光次郎

理事長奥村重正

業務内容林学の振興
有光次郎理事坂口

奥村重正理事島田

井原敏之理事土井

馬瀬文雄理事長吉

遠藤嘉数理事松本

荻原貞夫 蜑務局鬘三宅
東京都港区新橘1－6第7葵ビル7F

電話（572）6471〒105

勝美

錦蔵

善次郎

泉

操一

正久

理事

理事

理事

理事

理事

理事
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林業近代化に寄与する

（財団法人）林野弘済会

公益事業

・福祉厚生事業（現職者及び退職者の福祉を図る）

o育英事業（現職者の子弟に対する育英資金の貸出等）

o林業振興那業（緑化事業・グリーンサークル）

・試験林造成鞭業（本部・青森、前橋、熊本支部に部分林を保有）

・子弟寮受託経営（現職者の子弟を対象とする寮の経営）

・退職互助年金事業

収益事業

･物品販売事業（林業各資材・機械器具・薬剤・安全用品・衣料・その他の販売
斡旋）

･出版刊行事業（林業関係図書．諸定期刊行物の細集発行を行う。主なものは林
野小六法・国有林野関係通達集・林業年鑑・林業統計要覧・新編林材用語辞典
森林家必挑・林業基礎用語辞典・各種教材テキスト。月刊誌の林野時報・林野

通信・国有林だより．季刊誌MORI等）

・印刷謄写事業

o受託及び請負事業

o保|険代理事業

o森林総合調査センター（調査・測量・計画）

･電子計算センター

･その他

以上の事業の目的に関連し、林業の近代化・振興発達をめざして前進をつづ

けています。

ーめ

〒112東京都文京区後楽1－7－12（林友ビル）

TEL東京(03)816-2471～8

振替口座東京2－195785

ミ



日本林業経営者協会は

企業的林業経営の育成強化を目ざし

●魅力ある山づくりのための継営相談●林業経営の法人化推進

●林業経営の在I)方の調査"|:究●内外林業情勢の調査研究

●林業税制・金融の改善についての調査研究・提言

●林業経営の研修・視察●広報活動‘､林経協月報』『林経協情報』

●林政会(当協会の政治団体)を通じ周会活動を行なっています

社団法人

日本林業経営者協
《
室

〒107束京都港区赤坂1丁目9番13号三会堂ビル9階壷東京(03)584-7657

1緑化工技術の発展と普及を推進する

日本緑化工協会
原栄重高会 長

坂野重信

塚本良則

北村文雄

片山正英・

太田重良・

倉田益二郎.

顧問

専門委員

事務局〒150東京都渋谷区渋谷1－9－4渋谷キヤステール

電話東京（03）409－7671
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A語

'ｲ』
酢字
L倖』 本地図セン ■■■■■■ とはI

（財)日本地図センターは建設省国土地理院の業務を一部代行する機

関として昭和47年に設けられました。このため当所は地形図や空中

写真の刊行頒布をはじめ，内外の地図を広く収集管理し，地図に関す

る情報サービスを総合的に行なうとともに地図利用の普及と地図に関

する技術の発達に寄与することを目的として，以下のような事業を行

っています。

☆国土地理院の地図，空中写真，国土基本図，湖沼図，地図に関
する各種書籍，機関誌「地図ニュース」等の刊行
☆内外の地図・地図帳等の収集，公開
☆地図展，研修会，講習会等の開催
☆地図に関する指導，相談
☆地図関係業務の受託

●地形図
全国を同一の縮尺で統一した国土地理院作成の古くからなじみの深い5万分の1地形図や新しく全国
を整備した2.5万分の1地形図など多目的利用可能の地図。大縮尺地形図の国土基本図や湖沼図も扱
っています。

④空中写真
地上施設や植生の姿がありのままの自然色で写されているカラー空中写真や白黒空中写真。密着焼印
画から四倍引仲印画，部分引伸と各種揃っています。

③日本国勢地図帳
多くの分野の国土の実態を主題図として編集した地図でみる国勢の百科事典。わが国の自然・人文約
220項目の広汎な主題図からなるわが国初のナショナルアトラス。

④レリーフマップ
日本列島を47区分にし，高さを3倍に強調，土地の起伏を立体的に直観できるよう配慮された9色
刷の日本立体地勢図。御希望の貼り合せの注文にも応じます。

●空中写真集日本の自然と社会
全国7地方ブロックから社会科学習の教材に適した160項目のカラー空中写真を選び地形図と対比さ
せながら解説した2倍伸ばしの空中写真集。「カラー空中写真判読基準カード集」もあります。

④機関誌「地図ニュース」
地図とくに国土地理院に関係する地図の情報，ニュース，資料について収戦し，地図そのものの一部
をカラー版で紺介。地図情報の一般紹介誌。

●地図等の手引書
｢地図の手引」・「空中写真の手引」・｢地形図図式の手引」・「国土基本図の概要」などがあります。

パンフレット等御希望の方は下記まで御請求下さい。
副感謹蕊驚‘蕊‐輻琴や；

P〒

●

夕（ 財)日，本地図センター
〒153東京都目黒蕊鴬寒幾4－9-6TELO3-485-6411～Z



会長

副会長

理事

三尾隆夫

緑川大二郎

荒木一郎

佐々木苞樹

滝沢政雄

三品忠男

坂本淳

及川政一

山崎武

桧垣静夫

山下助三郎

遠藤隆

謹賀新年 仁科潔

村上彦二

菊地庄二

芹沢政資

天野義治

平野茂

塩谷辰已

田村喜重

昭和56年元旦

専務理事

監事 西谷和雄

社団
法人 国有林林道安全協会
〒100千代田区永田町2－4－3永田町ビル

TELO3-592-1933

’
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日経経済優良図書選定

さお【■］
－磨丸太林業と良質材生産

凸マー寺一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一＝ーロローー●ロー－●ー■や‐●‐一一毎－一口○一ーー4■■一●●■■｡一一今一一一一画＝■一一一一今一幸‐一一一■■由●ー＝＝■凸＝●＝■･■写一一■一言■一一一一・一B一一一一一一一一一q-，---■一一

半 田良一・森田学編著

A5判315ページ定価3,000円（〒200)

磨丸太林業の生産構造及び流通構造を初めて

解明するとともに将来を展望する

[日刊木材新聞社でも取扱っています］

.林業白書を読みましょう口社団法人日本林業協会

｜林業経済研究所既刊害｜

ドイツ林学者伝木材輸入と日本経済
元当研究所理事長片山茂樹｛訓|大学農学部助教授村島由直
A5判・615頁．¥1,800A5判・132頁．¥950

大正昭和林業逸史(上）流筏林業盛衰史
林業経済研究所編鯨大学農学部名誉教授島田錦蔵
B5判･561頁．¥5,000A5判・183頁．¥1,200
（日刊林業新聞社発行）

大正昭和林業逸史(下）北アメリカ林業の展望林業試験場経営部野村舅
林業経済研究所編.B6判･370頁･､¥2,600
B5判･646頁．¥6,000 林業経済（月刊）
（日刊林業新聞社発行）

B5判･1年6,000円（送料共）
発展期における秋田材経済史※発展期における秋田材経済史.流筏
林政総合調査研究所萩野敏雄林業盛衰史を除きすべて在庫あり
A5判･131頁.¥700 ※※定価のほかに送料は実費(林業経済を除く）

林業経済研究所
東京都目黒区下目黒3-24-14目黒コーポラスB610･電話(03)711-5070･振替東京1-147629

’



森林に関する総合コンサルタンツ

●保安林解除等申請代行

●林地の開発行為の許可に関する申請代行

●治山土木緑化設計・森林調査。測量・林

地林木評価

翼興林コンサルタンツ
本社〒||O東京都台東区台東2丁目5番2号ニュー関東ビル4F

･

電話東京（03）835-4717(fB

マツクイムシ防除の研究に対する助成応募要領

課題：マツクイムシ防除の研究

助成対象：ひろくマツクイムシと呼ばれるマツ類の枯損現象（マッノザイセンチュウをふくむ）の

防除を目的とした基礎的あるいは応用的な研究で，新しい考えかたと方法によるもの。（国立林

業試験場等で行っている研究と重複するものは対象としない｡）

助成金額：1件につき100万円以内（1ケ年)，3ケ年間までとする。′

公募締切期限：昭和56年2月28日

応募要領の詳細及び宛先：応募要領の細部については，次に資料請求して下さい。

〒105東京都港区虎ノ門2－6－7和孝第10ビル

社団法人ゴルファーの緑化促進協力会

TELO3-504=1071(代）



ある林務官の手記
木村晴吉著1,200円〒160

日本の山を守り育てるために、森林・林業をもっと国

民に近づけるために、林業技術者としての傭熱の記。

林 業工学

片岡秀夫著5,000円〒300

路網作設・伐出事業・育林事業・治山事業の各事業の

機械化が最も合理的に行われ、良い山づくI)に結びつ

くことを基本理念とし、林業工学のすべてを災大成。

木材需給の動向と我が国林業
赤井英夫著2,000円〒160

木材需給を展望し、今後進むべき唯本的方向を示す。

森林資源論研究-その縫済駒ｱプ･-テ
萩野敏雄著1,800円〒160

｢森林賓源｣とは何か。誇者の永年の研究成果を集録し

た我が国初の｢森林費源諭｣。55年度日経・経済図書文

化賞候補優良図書

間伐のすべて
－生産から搬出｡加工°販売まで－

坂口勝美監修2,000円〒200
現場の人達にもわかり易い、権威者による平易な解脱。

本書は従来なかった川上力･ら川下までの一貫した著述，

艤流補助｡融資･税制全科
林野庁監修《55年度新版》2,300円〒200

54年唆新事業及び55年度の｢林業地域総合轆術聯業｣、

｢新林柵｣等を収録、更に｢地域林業の振興｣を加えた。

日本の造林百年史
林政総合協議会編2,500円〒200

これからの造林の在るべき姿を考･え探るために我が国

の造林蕊業と造林施錐の移り変りを部P'l嫌に記述した。

立木幹材積表
東日本編1,200円〒160

西日本編1,200円〒160

林野庁計画課編

林道災害復旧工法事例集
日本林道協会編2,500円〒共

災害復旧工事の設計便宜のため、実際に施工された復

III工事の@I'で標準的とみられる60例を抜き出し、塀典

及び図而を中心に示した設計業務の為の笑務必雛排。

社会人教育論-研修効果を挙げるために‐
片岡秀夫著2,000円〒200

敬育へどのように対･応するかという点に熊点をあて教

育理論と方法論を掘り下げた実践的な好著。

戦前期内地における

労務管理論《改訂最新版》パルプ材経済史
片岡秀夫著2,000円〒200

振動障害対策や国有林の常勤制など、ここ数年の変化

を踏まえた待望の全面改訂版。

図解日本の森林。林業
同編集委員会編1,200円〒160

図と解説とで日本の森林・林業の現況と問題点、今後

の方向をとらえることができる。

図説造林技術
造林技術研究会1,500円〒160

造林技術全般に亘る写真と図によって、目でみる他に

類をみない造林技術解説諜。

萩野敏雄著1,500円〒160

明治19年から昭和20年のパルプ材.の動き、特に北洋材

から内地マツへの勤きをとらえた歴史的研究秘:。

林業経済論一木材価格と流通－
片岡秀夫著1,800円〒160

林業界・林産業界の股大の関心事である｢木材価格論」

ともいうべき待望の灘である。

独和・和独林業語彙
大金・中里他編2,500円〒160

すべての研究者が待望していた、峨後初の画期的な独

和・和独識蕊。

聯日本林業調査会
〒162束京都新宿区市谷本村町28振替東京6-98120冠(03)269-3911番

、
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一目瞭然
複雑な面積測定をデジﾀﾙ表示｡TAMAYARLANIX

三ゞ・

ﾀﾏﾔプﾗﾆｸｽほ複雑な図形をﾄﾚーｽするだけで､面積を
簡単に測定することができま魂

従来のゴﾗﾆﾒー ﾀー の帰零装置､読取機構のﾒｶﾆｶﾉじ部

分が全てｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ化され､積分隼に組み込まれた高精

度の小型エンコーダーが面積をデジタル表示する画期的な

単に測定

クス化され､積
b号合金一マー÷‘･ﾆ

新製品です6

謎

塾

④

分

鐵

新製品／デジタルプラニﾒーター

1

ｰー

プラニクスの特微：●読み|制迷いのないデジタル表示

●ワンタッチで0セットがて．きるクリヤー機能

●累識測定を可能にしたホールド機能

●手元操作を容易にした小型集約術造

●図而を批傷する極針を取り除いた新設肩|・

●低ｲllli怖を途成したPLANIXシリーズ

PLANIX2-¥49,000PLANIX3-¥55,000PLANIX3S-¥49,000

※カタログ・資料請求は、本社まで

ハガキか電話にてご連絡ください。

g~FAM/AMA
株式会社霊屋商店

本捧〒104束京都中央区銀座3-5-8TEL､03-561-8711㈹

工場;〒143東京都大田区池上2-M-7TEL､03-752-3481㈹
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●研究者。実務者待望の本格的参考書ⅢⅡl1lⅡⅡⅢlllllllll11liiillllllillllllillilillⅡⅡllllilllllllil
一

＝F

塵

⑥U林
第発
三
種

山林はいかに評価すべきか－－‐郵
便

比類なき豊富な内容･詳細な解説。選りすぐられた事例.／ 物
主 な内容認

可行
第1編山林評価総説山帆評価序説/山林評価の基礎/山林評価方式の概説

第2編林地の評価林地評価の蟇礎/原価方式による林地評価/収益方式によへ

る林地評価/比較方式による梛地凸叩価/折衷方式による獅地評価／林地の他用毎
途転用と林地評価第s編林木の評価梛木評価の基礎／林木費用価法の具月

鰹震鰡鰐唾癬鰯鰡孟謝潟繍澗鰯柵？
説/特殊な場合の山林評価/担保保険における山林評価/税法にお|ブる山桃評日

価/損失補償'こおける山獅評価/損害籍債にと這なう山林評価第s編山林鳶の経済性計算山柄の経済性計算とその橦誤/絶対的経声効果法の具体的適用一
/通年収利率法の具嫁的適用/純粋利回り法の具体的適用／複合利回り法の具

体的適用/平均収利率法の具捧的適瑠/林道投資の経芦性計算第6編森林

の公益的機能評価評価の観点/公益的磯能評価の臺本性格／公益釣機能評価
の具体的方法/森赫の公益的磯能評{Iii/山杯の環境影響評価士士

■■
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ASS44ベー ジI上製本
定価S,ロロロ円(送料込）

－執筆者）

曳地政雄鳥取大学名誉教授腱学陶工

中山哲之助鳥取大学農学部教授･溌学鰐工

栗村哲象鳥取大学農学部教授震学|騨土

大北英太郎詞取大学建学部助教授

高取辰雄鳥取県森朴組合連合会参事

安井釣農馥大学鍵学部助教授■

●美しい国土へのユニークな解答

写真が語る緑地の本質

写真集
IⅢlliIⅢ1111Ⅱ111

第
四
六
一
Ｇ
万

岡崎文彬著
京都大学名誉教授．みどり研究所所長

日本造園学会異薑会員

●A4蛮形判/242ページカラー250=

(主な内容》

o章緑のない風景

1章都市と周辺の緑化
2章都市の近郊緑地

モノクロ156葉●定価15,000円(送料込）

■10数万枚の写真から厳選した珠玉の緑地景観？

■1枚1枚の写真が,著者の緑地観を語る構成？

■全国民的見地からの緑地識の決定版？

定
価
三
百
円
送
料
三
十
五
円

一
室
一
旱
一
旱

ｓ
４
ｍ

自然公園

生産緑地

ユートピアを求めて

発行所獄社団法人日本林業技術協会
〒'02東京都千代田区六番町7電話03-261-5281振替東京3-60448

●ご注文は直接当協会へ

’
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